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            午前１０時００分 開議 

○議長（木村松雄君） ただいまの出席議員数は２０名で定足数に達しており、議会は成

立いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしましたとおりです。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 市政に対する一般質問 

○議長（木村松雄君） 日程第１、市政に対する一般質問を前回に引き続き行います。 

 まず初めに、１２番樫原賢二君の一般質問を許可いたします。 

 １２番樫原賢二君。 

 

○１２番（樫原賢二君） おはようございます。 

 このたび新しく議長になられた木村議長さんから一般質問の機会をいただきまして、非

常に今回感無量でございます。そういうふうな中で、私が２月議会にも実はお見せすると

ころでございましたが、阿波市の強いきずなの中で、現在市長の４町を力強く市民一人残

らず幸せにするんだということで、庁舎、交流防災拠点、また給食センター、この工事中

の写真ができておるわけでございます。２月議会の分につきましては、ちょっと風邪ぎみ

でございまして持ってこなんだんですが、今節は堂々と見せられるわけで、一応これがそ

うでございます。理事者の皆さん、とくと見ていただきたいわけでございます。なお、議

員の皆さんもどうぞ。（図を示す） 

 これをちょっと解釈いたしますが、これが本体庁舎でございます、新しい庁舎。これが

交流防災拠点です。これが、現在９９％仕上がっておる、４，０００食の給食をされる施

設でございます。これは、先般飯泉知事にも申し上げたんですが、１分間に２００個のお

にぎりができる施設も相備えておりますと。よって、今ここで地震が起きるかもわかりま

せんけれども、何らご心配なさらんように。いわゆる後ろのバック、バックというのは、

どんな災害が起きても、海岸部の給食につきましてはちゃんとした設備がございます。な

お、ヘリポートも、ここがヘリポートの地区でございます。わかるんかな、ここヘリポー

トです。そういうふうなことで、この山のほうに行くとね、ここへも水が約１週間分、こ

の海岸、海部郡から鳴門の海沿いにも送れるという施設が、市長の先を見据えた工事が進

んでおるわけでございます。そういうことで、もう一回見せます、どうぞ。（図を示す）
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これは置いといて。 

 それでは、私が通告してありますように、ＡＥＤについて。ＡＥＤにつきましても、

１、２、３と、３つに区切っております。それと、２番目の公有財産についてもそうでご

ざいますが、これも、１、２と、２つに割ってあります。３につきましても、ふるさと寄

附金についても、１、２と、こういうふうにしてありますので、１、２、３と、１つずつ

区切って質問しますので、その都度答弁を願います。 

 それでは、始めます、まず１からね。 

 まず、１番でございますが、ＡＥＤについて質問をいたします。 

 まず、市内の公立学校施設、保育所、民営化を含む、の設置状況についてでございます

が、市内の幼稚園、小学校、中学校、各学校名を上げて、設置状況の説明を願います。ま

た、市内の保育所、これも民営化を含むですが、各町の保育所名を上げて、設置状況の相

あわせて願います、説明をね。なお、２６年度市内４町の保育所、幼稚園、小学校、中学

校の生徒数の説明も願います。それと、各町の、各町４町でございますが、４町の２５年

度の卒業生の人数も相あわせて説明を願います。これは、まず１の項です。力強いご説明

を願います。 

○議長（木村松雄君） 樫原議員に申し上げます。 

 １番のこのＡＥＤにつきましては、項目が３つに細分化されておりますが、再々問まで

３回しかできないことになっておりますので、３つまとめていきますか。 

 樫原賢二君。 

○１２番（樫原賢二君） ４０年間議員をされた、今は稲岡さんが座っとるんですが、あ

そこで座っとった方が、質問するときには、自分の思いをはっきりわかるように、割って

質問しなよと、こういうふうに教えていただいたんですが、議長、お間違いでしょうか。 

○議長（木村松雄君） 樫原賢二議員に申し上げます。 

 阿波市議会の申し合わせになっておりますので、その点どうかご理解をいただきたいと

思います。 

            （１２番樫原賢二君「わかりました」と呼ぶ） 

 樫原賢二君。 

○１２番（樫原賢二君） 私は、素直でございまして。 

 それでは、１は、今説明したとおりです。 

 次が２番目でございますが、緊急時の対応状況についてでございますが、現在の保育
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所、幼稚園、小学校、中学校の子どもたちに、どのような方法で、心臓がとまったときに

どのような形で、側でおる人間が、そのお方が緊急のときにできるようにしておるのかお

らんのか、それも相あわせて聞かせてもらいます。説明願います。 

 次が、市民の安心・安全のためにコンビニエンスストアに設置してどうかと。また、Ａ

ＥＤは、大人用と子ども用があるわけでございます。この値段は、どれぐらいするのか。

また、阿波市内にコンビニエンスストアの店舗数が現在阿波町で４カ所、市場町に５カ

所、土成町にも５カ所、吉野町に２カ所、現在もう一丁できよんですが、鳴門池田線中央

環境整備組合の入り口に現在建設中でございます。よって、市内全域で１７カ所になるわ

けでございます。そこで、コンビニエンスストアは２４時間、３６５日営業しているの

で、市民のために安心・安全な阿波市、すなわち市長が先般申し上げましたように、８

６％強の方々が阿波市で住み続けたいと、こういうふうな阿波市ふるさとで住み続けてい

ただけるとのことでございます。思い切った３点質問いたしましたが、１項ごとによくわ

かるようにご答弁をお願い申し上げます。 

○議長（木村松雄君） 吉田教育次長。 

○教育次長（吉田一夫君） おはようございます。 

 樫原議員の一般質問、ＡＥＤについてということで、市内の小学校、幼稚園、中学校に

つきましては、教育委員会からお答えをいたします。 

 阿波市内の幼稚園９園、それから小学校１０校、中学校４校につきましては、全ての幼

稚園、小学校、中学校におきましてＡＥＤを設置をいたしております。また、ＡＥＤパッ

ト及びバッテリーなどの消耗品に関しましては、各幼稚園、小学校、中学校において交換

などを適正に管理をしているところでございます。 

 それと、各町ごとの小学校、中学校の児童・生徒数でございます。吉野町におきまして

は２つの小学校で３６０名、それから土成町内２校で４２１名、それから市場町におきま

しては３校の小学校で４８３名、それから阿波町も３校ございまして５８０名、合計で小

学生が１，８４４名となっております。それと、中学生におきましては、吉野中学校が２

０１名、土成中学校が２３３名、市場中学校が２５０名、阿波中学校が２９９名、合計９

８３名というふうになっております。 

 それと、２５年度の中学生の卒業生の数でございます。吉野中学校が８０名、土成中学

校が７０名、それから市場中学校８０名、阿波中学校１３３名と、合計３６３名というふ

うになっております。 
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 以上でございます。 

○議長（木村松雄君） 板東教育長。 

○教育長（坂東英司君） 樫原議員のご質問、ＡＥＤの講習について答弁いたします。 

 まず、幼稚園の対応でございます。 

 阿波市内の幼稚園９園につきましては、毎年徳島中央広域連合で行っておりますＡＥＤ

の普通講習、これを全教諭が受講しております。本年度につきましては、上級のＡＥＤの

講習を受ける予定といたしております。また、小学校と同時に避難訓練を行ったり、幼稚

園独自で避難訓練を行うなどして、全９園におきまして園児と先生で毎年避難訓練を行っ

ております。 

 小学校、中学校におきましては、中央広域連合の職員に来校してもらいまして、児童、

それから生徒も同時にＡＥＤの講習及び人工呼吸の講習を行っておりますので、市内全て

の学校の教諭は、ＡＥＤの使用が可能であります。また、防災訓練なども、全ての学校で

実施しております。 

 ご質問のＡＥＤとは直接関係はございませんけれども、全ての小学校、中学校では、防

災計画、防災安全マニュアルを作成して対応を行っております。 

 阿波市教育委員会といたしましては、今後も幼稚園、小学校、中学校に対しまして、な

お一層危機管理体制の確立、向上に努めたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（木村松雄君） 川井健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川井 剛君） それでは、樫原議員の質問でございますＡＥＤについて

の１点目、保育所についてのことを健康福祉部のほうから答弁いたします。 

 市内の保育所におけるＡＥＤの設置状況につきましては、現在阿波市では１０カ所で保

育所が運営されております、そのうち指定管理も含めますが、ＡＥＤが設置されているの

は、土成保育所、八幡保育所、久勝保育所の３カ所の保育所でございます。７カ所につい

ては、設置されていません。ＡＥＤの未設置の７つの保育所につきましては、今後順次設

置できるようにしていきたいと考えております。 

 入所者数につきましては、旧の吉野町３園ございます、一条保育所、吉野中央保育所、

柿原保育所、保育所の入所者は１１７名です。土成保育所は、中央保育所１カ所でありま

す、入所者数は１１７名。市場町につきましては３カ所、大俣、八幡、市場の保育所であ

ります。１２６名入所しております。阿波町につきましては、伊沢、林、久勝保育所の３
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カ所で２４４名、合計６０４名が保育所に入所しております。 

 それと続きまして、緊急時の対応状況についてでありますが、現在ＡＥＤを設置してい

る、指定管理も含めてでありますが、保育所につきましては、保育所内の施設の児童の見

やすい場所に、正面玄関あるいは玄関付近の廊下等にＡＥＤを設置しております。また、

緊急時の対応としまして、現場での適正な処置が行えるように、消防署との連携により、

心肺蘇生のための訓練や職員研修も定期的に年１回行っております。 

 現在、保育所職員の約４割が普通救命講習修了書を保持しており、さらに職員の意識を

高めるために、この６月１９日に阿波市保育所職員研修会を開催し、救急救命について消

防署職員による講習を受ける予定になっております。また、各保育所ごとの防災訓練とし

まして、総合訓練を年２回、避難訓練を毎月１回、消火訓練を年２回、通報訓練を年１回

から２回ほど実施し、児童とともに各種訓練を重ねることで児童への防災に対する意識が

高められるように各種訓練を通じて指導しております。 

 今後におきましても、全ての保育所職員が緊急時に適切な処置を行えるよう積極的に職

員研修や児童及びその保護者の皆さんも含めた訓練を実施していきたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（木村松雄君） 町田企画総務部長。 

○企画総務部長（町田寿人君） 樫原議員の一般質問のＡＥＤのうち、市民の安全・安心

のためのコンビニエンスストアに設置してはどうかという質問について企画総務部より答

弁させていただきます。 

 ＡＥＤの設置につきましては、公共施設や民間施設等の場で予期せぬ心肺停止者が発生

した場合、初期の救命救助を行えるよう配備が進められているところであります。現在、

阿波市の公共施設のＡＥＤの設置状況は、平成１８年度より幼稚園、小・中学校や市役所

の本庁、各支所、計４７カ所の施設に設置しております。また、ＡＥＤの使用は、平成１

６年７月から一般市民でも使用できるようになり、同時に普及にも力が入れられており、

現在では空港や駅、スポーツ会場、学校、公共施設、企業などが、人が集まるところに多

く設置をされております。配備状況から見ると、多くの施設では、昼間の使用に限られ、

運用面での問題が残るのも事実でございます。このため、２４時間３６５日営業のコンビ

ニエンスストアと災害協定を結び、いつでも使用可能にしている自治体もありますが、こ

の設置につきましては、全国的に始まったばかりでございます。 
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 徳島県内の例を挙げますと、今行っているのは、徳島市において平成２３年１０月より

徳島市消防局で迅速な救命措置が行えるように最寄りの消防署から救急現場までの所要時

間が５分を超える地域にある２４時間のコンビニエンスストアのうち９カ所において現在

設置をしている状況でございます。阿波市内にコンビニエンスストアの店舗数は、現在阿

波町に４カ所、市場町に５カ所、土成町に５カ所、吉野町に２カ所、計１６カ所ございま

す。また、次は経費について説明しますと、１セットが３３万円前後で購入できます。そ

のほか、メンテナンス料として６万円かかります。そこで、例えば１６店舗全てに設置し

た場合は、初期経費として約５２８万円必要となります。なお、本体の耐用年数は約７年

となっております。 

 今後は、２４時間３６５日営業しているコンビニエンスストアなど、救助者にとって目

印となりやすい施設への設置については、全国的な需要の動向を見きわめながら検討して

いきたいと思っておりますので、ご理解いただきますようお願いします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（木村松雄君） 樫原賢二君。 

○１２番（樫原賢二君） ただいま教育長並びに教育次長さんからは、納得のできるご答

弁をいただきました。この項につきましては、今後ますます力強く教育を、また安心して

父兄の方が安心できるように励んでいただけますようお願い申し上げます。 

 特に、福祉部長のご答弁ではびっくりしたんですが、子どもの保育所、お父さん、お母

さんがほんまに大事にしとる、じいちゃん、ばあちゃんも、ほんまに孫、孫と言うて大事

にしとるんですが、ここには３カ所しかないというふうな状況でございます。それも、い

つまでに設置を完了するんだというお答えをまずいただけます、いつまでに。 

 それと、あえて申し上げますが、先ほど企画総務部長からご答弁いただきましたが、本

所並びに支所というようなご答弁をいただきましたが、この中で、ちょっとお名前言いま

す。阿波市役所、市場支所、吉野支所、土成支所、健康推進課、吉野保健センター、土成

保健センター、阿波健康福祉センター、吉野中央ふれあいセンター、吉野柿原ふれあい会

館、土成健康センター、御所の郷、それから社会教育課、それから土成農業者トレーニン

グセンター、緑の丘スポーツ公園、吉野中央公民館、大俣公民館、久勝公民館、伊沢公民

館、林公民館、市場総合福祉センター、吉野地域福祉センター、これは当然２４時間自由

に市民が持ち出しをできるというような状況ですか、状況でないんですか、これだけでよ

ろしい、お答えを。 
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○議長（木村松雄君） 川井健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川井 剛君） 再問にお答えいたします。 

 できるだけ早急にということで、９月の補正のときには、一応財政当局とも相談しなが

ら、一括してできるのであれば購入していきたいと思います。今のところ言えるのはそれ

ぐらいということではありますが、よろしくお願いします。できるだけ早い時期に、一括

して７カ所については入れていきたいと思います。 

○議長（木村松雄君） 町田企画総務部長。 

○企画総務部長（町田寿人君） 樫原議員の再問に答弁いたします。 

 今のＡＥＤの時間帯の制限は、本庁及び支所においても、本庁、市場支所については１

０時、土成、吉野支所については５時１５分と、時間制限が限られており、２４時間使え

るようにはなっておりません。 

 また今後いろいろな、先ほどのコンビニエンスストアも含めて、総合的な検討をしてい

きたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（木村松雄君） 樫原賢二君。 

○１２番（樫原賢二君） 再質問でございますが、保育所については、９月補正で予算を

組んで市民の方に安心をするということをお答えをいただいて、安心をするわけでござい

ます。 

 また、企画総務部長からは、コンビニエンスストアと十分打ち合わせして、現在２１カ

所でございますが、本所、支所以外は全部鍵をかけております。私は、確認をしておりま

す。よって、鍵をかけるぐらいやったら、せんほうがましなんですよ。心の臓は、いつと

まるやわからん。例えば、私が平成９年９月２日に心の臓がとまったんです、２遍ほど。

そのときに、ＡＥＤで助かったんです。先般、市場町大影で、あるお方がトラクターに乗

って仕事しよったです。ほたら、心の臓がとまってしもうた。ほんで、救急車、中央広域

の救急車が来るまでに４０分かかった、４０分。４０分かかったら、当然とまっておりま

すわね、心の臓が。ほだから、心の臓というのは、ＡＥＤちゅうのは、私、ＡＥＤを神様

のように思うとんですが、これ大人用と子ども用があるんですが、これが皆さんＡＥＤっ

て申すんです、これね。これをとにかくコンビニエンスストアへ行たらあるんじゃと、２

４時間ですよ、夜です、夜。昼は、どなんぞこなんぞなるんです。今言いよったように、

保育所も９月補正で組むと、こう言いよんですから。しかしながら、夜です。夜はコンビ

ニエンスストア、ここに書いてありますように、本庁、支所以外は全部鍵がかかってお
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る。ほんだから、約１７、余るんですよ、余るん。コンビニエンスストアには１６しかな

い。ほんで、じっと鍵かけて、誰っちゃ盗人が入られたら困るけん、かちっとかけちゃあ

るんです。だから、一銭も銭がなくても、コンビニエンスストアへお願いしたら、みんな

が寄ってたかって、さあ弱った、急いでコンビニへとりに行かんかと。とりに行くんです

よ、借りに行くでないんですよ。市の所有物じゃならね。だから、とりに行く、市民にそ

ういうふうに気持ちを植えつけるんです。これが市民サービスなんです。どうぞその点、

企画総務部長、ひとつ一日も早くこの問題全部全館つくんです。いわゆる晩閉めるとこへ

置いたってしゃあない。よろしくお願い申し上げます。これについてはお答えは結構です

けん、今後市民が安心して暮らせる阿波市づくりのために一歩一歩よろしくお願いしま

す。 

 続きまして、２番目の質問をさせていただきます。 

 公有財産でございますが、休校になっている大影小学校についてでございますが、平成

２３年度より、２３年ちゅうのは、約３年前かな、徳島大学ね、徳島大学の学生、京都府

の大学生の学生諸君が大影小学校の施設を利用して、その地域の方とともに、強いきずな

の中で、２３年１０月２１日から１０月２３日まで、田んぼの中でいろいろな事業もした

り、トンボ取りもしたり、いわゆる童心に返ってしたということを聞き及んでおります。

この人数につきましては、初年度については１６名ということを聞きました。また、２４

年度につきましては３０名余りと、年々年々こうふえていっきょんです。なお、現在我が

阿波市副市長のエキスパート、すなわち県庁きっての腕ききといいますか、すばらしい人

物でございます。この方が恐らく管理しとったんかもわかりませんが、県立山川少年自然

の家が平成１８年３月に閉館をしております。この際、阿波市の宝、阿波市の宝ですよ、

大影小学校はね、阿波市の宝、休校している大影小学校をリニューアル、リニューアルち

ゅうのは、ちょびっとお金をかけて、阿波市の子どもたち、また市外の子どもたちに夢を

与え、子ども同士の強いきずなの中で阿波市発展の起爆剤にしてはどうかという質問をす

るわけでございますが、この項につきましては、非常に県の予算が欲しいんです。先ほ

ど、私が写真を見せたように、東南海がいつ来ても、我が阿波市はちゃんと後ろは守っち

ゃれるよと、こういうようなことで市長にお願いしたんですから、副市長、市長に直訴し

ていただきまして予算をもろうていただいて、一日も早く、こういうふうなことでご答弁

をお願いを申し上げます。 

 続きまして、土成町の旧消防跡地の売却及びその他の物件についての質問でございます
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が、まず私が平成２４年、２４年ですよ、２４年９月議会において、遊休資産の売却を進

めたらどうかと、こういう質問をいたしました。そのときに、いや、阿波市は山が８０％

だと、平地が２０％だと、こういう答弁をいただいたんですが、そんなんどうでもええん

です。要は、ないものねだりより、あるもの探しなんです。あるものっつうことは、遊び

よる草を生やして、草を生やしてね、皆さんも一緒じゃ、ここの辺全部一緒じゃな、遊び

よる土地は早う売ろうやと、要らんものはたたきめげと。これが世の使命なんです。しか

し、現在は、阿波町の跡地も草がぼうぼうと生え、市場町たるものは、これまたみすぼら

しいもんで、ある地元で私おりますもんで言われるんですよ、一体これどないなっとんで

と。旧の消防跡地、市場町の、なっとらん、こう言われるんです。ということで、それも

含めたご答弁をお願い賜ったらと、よろしくお願いします。 

○議長（木村松雄君） 黒石副市長。 

○副市長（黒石康夫君） 樫原議員のご質問にお答えをいたします。 

 休校になっている大影小学校の有効活用ということでございますけれども、大影小学校

につきましては、児童数の減少のために平成１２年４月１日に休校となっておりまして、

校舎は昭和５４年度に建築されたもので、未耐震の建物構造となっております。同一の敷

地内にあります体育館につきましては、昭和６０年度に建築ということで、現在大俣公民

館の大影分館として使用をしております。 

 大影小学校の利用状況につきましては、今議員のほうからもご説明がありましたとお

り、平成２３年度から毎年秋に関西と徳島の学生交流ということでイベントを行っており

まして、大学生が運動会などを通じて地域住民と交流し、地域の活性化に役立てておりま

すが、有効活用ができているとまでには至っていないというのが現状かと思っておりま

す。 

 この大影小学校の有効活用につきましては、これまでも例えば農産物の流通拠点とし

て、流通センター、あるいは集積、加工の施設として使えないか、あるいはＩＴ企業の誘

致ということで、サテライトオフィスとか、そういったことができないかということで、

実際に関係者に現地のほうにも行っていただいて見ていただくという、そういった努力を

続けているところでございますけれども、現時点ではまだ有効な利用策というのが見つか

っていないという状況にございます。 

 廃校の問題につきましては、全国的に非常に問題になっておりまして、この１０年間で

全国に２，０００校以上が廃校になっているということもあります。文部科学省がホーム
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ページのほうで、廃校のプロジェクトという、そういうページを立ち上げておりまして、

そこに未活用の廃校施設等を掲載したり、それについても活用事例を紹介したりしており

ます。また、掲載している施設については、全国的に公募を提案していただくというふう

な方法もございますので、そういった方法も検討していきたいと考えております。 

 また、議員からご提案のありました大影小学校をリニューアルして、例えば山川少年自

然の家のような、子どもたちに夢を与える施設ということで、大変すばらしい案だと思い

ますけれども、ただ校舎が未耐震でありましたり、事業主体をどうするかであるとか、財

源の問題などもございます。大影小学校の有効活用というのは、非常に重要な課題という

ふうに地域活性化にとりましても重要な課題と受けとめておりますので、今後とも地域の

思いやニーズを受けとめながら、また知恵を出し合いながら、また民間へのさらに引き続

き働きかけをしながら、その有効方策についてしっかりと検討していきたいと思っており

ます。 

 また、県のほうからこのことについていろいろできないかという話もございました。こ

の案件にかかわらず、当然県からはさまざまな事業について、私自身県のほうに参りまし

て、これは市政全般についてですけども、補助金について可能なものについてはできる限

り県のほうからそういう財源いただけますように働きかけてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上、ご答弁とさせていただきます。 

○議長（木村松雄君） 町田企画総務部長。 

○企画総務部長（町田寿人君） 樫原議員の土成町の旧消防署跡地の売却及びその他の物

件についてという質問に答弁させていただきます。 

 市が保有する公有財産の有効活用及び処分については、阿波市公有財産処分等検討委員

会設置規程により運用しており、特に未活用になっている普通財産については、阿波市普

通財産売払事務取扱要綱を平成２５年４月１日に制定し、具体的な事務の手続について必

要な事項を定めております。 

 議員ご質問の土成町の旧北消防署跡地の売却については、この要綱に基づき、平成２６

年１月２３日に一般競争入札の公告を行い、平成２６年２月３日から平成２６年２月２１

日までの期間を定め参加申し込みを受け付けましたが、参加者がなく、入札をとり行うこ

とができず、結果として売却には至りませんでした。旧北消防署跡地の概要については、

地目は宅地でございます。面積については１，０５０．１２平米、売却価格単価について
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は、平米当たり２万円、その当時の話であります。最低売却金額を２，１００万２，００

０円と設定いたしました。本入札の売却価格単価の算定につきましては、要綱の定めによ

り、不動産鑑定士による鑑定評価額をもとに評価価格を算定し、最低売却価格を決定して

執行いたしました。また、入札公告の方法については、阿波市のホームページ、広報阿

波、ＡＣＮの文字放送及び建通新聞に掲載し、周知を行いました。 

 その他の物件については、需要等を総合的に検討し、売却の可能性があると見込まれる

旧北消防署跡地以外にも候補地を選定し、検討委員会において協議を行っているところで

あります。 

 次に、議員お尋ねの旧阿波町役場跡について申しますと、現在敷地内に防火水槽が設置

されており、また周辺地域の方々から公園等、公共的な施設整備の要望書も出されている

のが現状です。敷地面積が２，０００平米以上と広いため、これらの状況を勘案し、検討

していきたいと考えております。 

 次に、中消防署跡地については、現在鉄筋コンクリートの建物２７１平米ですけど、そ

れが残っておりまして、敷地内には防災用の拡声器も設置されていることから、これらの

対応についても検討が必要でございます。 

 現在、協議を進めている物件は、売却を図る上で、それぞれについて解決しなければな

らない課題もたくさんあります。平成２５年度より担当課において普通財産リストを住宅

地図等に落として現地調査を実施し、普通財産の現状確認も行っております。今後におき

ましては、樫原議員の質問の趣旨を踏まえ、遊休資産の売却により財産の有効活用、自主

財源の確保を目的に、法律の範囲内で推進してまいりたいと考えておりますので、よろし

くお願いします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（木村松雄君） 樫原賢二君。 

○１２番（樫原賢二君） まず、休校になっている大影小学校については、黒石副市長が

目いっぱい力入れてやると、言った限りは必ずするでしょう。県からも、予算取ってくれ

るでしょう。楽しみに、そんなに長いことかからんと、こう信じております。この項につ

きましては、これで結構でございます。 

 なお、念のためでございますが、今の大影小学校から奥へ５分、５分のところの五明小

学校というのがございまして、この校舎につきましては、五明コミュニティーセンター、

これが非常に好評でございます、香川県の人にね。それと、体育館におかれましても、五
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明コミュニティーセンター、名前も一緒ですが、多目的ホールというように、指定管理者

制度をしきまして、五明活性化センターという教育委員会、東かがわ市教育委員会生涯学

習課という、東かがわ市が直営で管理して、東かがわ市の子どもたちが有効に利用をして

おると。非常に好評だということを聞き及んでおります。よって、この点も、ちょっと５

分も行ったら五明のあれがあるのに、また津田の松原、これも２０分走りゃああるのにと

いうようなことで、阿波市は、皆さんが質問いたしましたが、子育てするなら阿波市と、

人口をふやすんは、こういう目配りのきいた、安心して子どもが大きくなれるような施設

をつくるのが阿波市の市民の幸せづくりといいますか、安心といいますか、また他の市町

村からも、この阿波市にどんどん入ってくるわけでございます。よって、黒石副市長、目

いっぱい頼みます。この３については、これで終わります。 

 続いて、企画総務部長でございますが、案の定、検討委員会というのが出てきました。

官僚がすることはなっとらんのよ、大体こういうふうな土地のことについては。ほんで、

必ず土地家屋調査士、これが決めるんじゃと、こういうようなお答えをいただきました。

私は、非常に今の時代、例えばＡＣＮ、皆さんが見よる、各家庭が見よるテレビね、２チ

ャンネルと１１チャンネル両方あるんですけんど、それも実は我々議員代表者が入るんで

すよ、代表者が。それは、総務委員長が入るんですよ、総務委員長がね。だから、今後こ

ういう検討委員会があった場合は、せめて代表者が、委員長クラスが入って、今の市況は

これだよと、これがほんまの現在の市況なんだよと。今聞きよったら６万円余りするんで

すよ、６万円余り。私、調べました。今現在、売りに出しとる、あの下側、半分以下です

よ、半分以下。その北側、あの角地、それも半分以下ですよ。突出して高いんですよ、突

出して。高いもんは、売れませんわだ。要は、安かろう、安かろう、売ったらええんで

す。ほんで、固定資産税をもろうたらええんです。長いことかかったら、固定資産税がぱ

かっと入ってくるんです。そういうふうに、頭の切りかえをしていただきまして、この項

につきましては、企画総務部長、答弁は結構ですけんど、心してお願いを申し上げます。

お願いしときます。 

 ３問目、ふるさと寄附金でございます。 

 もう一回言います。ないものねだりより、あるもの探しというのが、この議題でござい

ます。 

 まず、阿波市をふるさととして、市外、県外の方のふるさと寄附金の協力についてでご

ざいますが、平成２０年４月３０日に公布されました。国の法律で決まりました。年度別
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に金額、件数を説明願います。ただし、阿波市に寄附をしていただいた件数、金額、これ

をお願いします。 

 なお、なおですよ、おぎゃあと生まれて、学校を出たら、県外へ行ってしまう人がたく

さんおるんですよ、たくさん。言うたら悪いけど、阿波市は子どもの教育すんのにかなり

経費かかっとんですよ、経費が。よって、ふるさとを思い浮かべていただけるような施策

も組んでもらいたいんです。ということで、故郷を忘れるお方はおらないんです。この点

につきましても、相あわせてご答弁をお願い申します。 

○議長（木村松雄君） 町田企画総務部長。 

○企画総務部長（町田寿人君） 樫原議員のふるさと寄附金についてという質問にお答え

させていただきます。 

 最初に、１点目の阿波市をふるさととしている市内、市外、県外の方のふるさと寄附金

の協力についてでありますが、本市では、平成２０年６月から阿波市のまちづくりに賛同

する個人または法人から広く寄附を募り、当該寄附金を財源として「あすに向かって人の

花咲くやすらぎ空間・阿波市」の創造を目指して取り組んでいるところでございます。 

 これまでの寄附金の実績について申し上げますと、平成２０年度が７件で１３０万円、

平成２１年度が１０件で１８５万５，０００円、２２年度が１１件で１８１万円、平成２

３年度が１４件で１８８万５，０００円、平成２４年度が２０件で２０７万５，０００

円、直近の決算見込みなんですけど、平成２５年度が９２件で２６５万円と、推移を伸ば

しているところでございます。特に、平成２５年度については、ふるさと納税の利便性の

向上を図るために、インターネット上でクレジットカード利用の納付を採用したことと、

テレビ等でふるさと納税に関する番組が多く放送されたことが重なり、件数、金額の増加

に結びついたものと考えております。 

 議員お尋ねの市外、県外への寄附金の協力についてどんなことをやってるかと言います

と、市のホームページの活用、また香川、愛媛等、県外各地域で開催されております徳島

県人会の場におきまして阿波市の魅力を紹介し、情報を発信するとともに、ふるさと応援

寄附金の依頼についても丁寧に行っているところでございます。 

 阿波市で育ち、ふるさとを離れている方への情報発信として、阿波市ホームページを有

効活用し、我がふるさと阿波市であることを再認識できるように努めていきたいと考えて

おります。 

 今後におきましては、件数、金額の増加に結びつく施策として、寄附者に対する贈答品
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について、阿波市ブランド認証制度を確立し、記念品のカタログを作成し、寄附された方

が自由に好きなものを選べるような仕組みづくりに現在取り組んでいるところでありま

す。このような取り組みを行うことにより、ウエブサイトでも特産品のランキングなどが

紹介されており、人気が高い特産品を提供している自治体には多額の寄附金が集中してい

る例もあることから、本市においても魅力あるブランド商品を選定し、阿波市ブランドと

して市内外に発信することによりまして、寄附金の件数、金額の増加につなげることがで

きるかと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（木村松雄君） 樫原賢二君。 

○１２番（樫原賢二君） 企画総務部長は、すばらしいご答弁をいただきました。しかし

ながら、阿波市４万人余りの方の力をからなんだら、この寄附金は集まらんのです。なぜ

かと言いましたら、実行組合、いわゆる常会長、常会長の家へ行って、これ阿波市のふる

さと応援寄附金、こういうカタログがあるんですよ、これね、あるんです、これ。これを

常会長は年々かわりますもんで、そこへ行って、この趣旨を説明していただいて、私が先

ほど言いましたように、おぎゃあと生まれて、大きく育ったら、よそへ、県外へ行ってし

まうと。行ったところへ説明をして、昨日の質問の中で、１９億円も交付金が足らんのに

どなんすんなというようなきつい質問もしておりましたが、このふるさと寄附金、これは

条例で決まっとんですよ、日本の法律で。いわゆる払う方は、経費で落ちるんですよ、経

費で。その仕組みも十分に説明していただいて、時間かかるもんで、時間がないので質問

しませんが、その趣旨も説明して、とりあえず２６年度は１億円、２億円の寄附金を集め

ようじゃないかと、力強い基本柱を立てて、いわゆる１９億円減った減ったと言わんと、

あるもの探しをして、市民の力をかりて、この阿波市ふるさと応援寄附金、これを例えば

一番上には「あすに向かって人の花咲くやすらぎ空間・阿波市」、次は阿波町は土柱、次

は吉野町においては柿原の堰、続きまして土成町においては宮川内のダム、市場町におい

ては金清自然公園、こういうふうに、これをＡ３ぐらいの大きいやつにして、こいつカタ

ログをばっと大きいやつにして、ほんでばっと配ると。ほたら、ばっと金集まる。そうい

うふうなことで、これが申込書でございますが、申込書、これももっと広げて、大きく大

きくして、よろしくお願いをいたします。 

 それと、この面も、この花もよろしいけんど、今度の、先ほど私見せましたように、本

庁舎、交流防災拠点、給食センター、これをだんと、こうはめて、これもひとつ市民の力
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のアイデアをかりて、ここに映っとう、これ、これもアイデアなんですよ、これ、アイデ

ア。よって、ぱっと瞬間にあっと飛びつくようなやつをお願い申し上げます。これにつき

ましては、この項については、これで結構でございます。 

 それと、もう一丁念のためでございますが、これ１億円集めよる市なんですが、２０１

４年５月ＰＶランキングといたしまして、肉が第１号艇じゃね。鶏もそうじゃ。おかげ

で、阿波市は、阿波牛があり阿波尾鶏があると。どっちゃにひけをとらんぐらいあるんで

す。それと、吉野町のブロッコリーから、いや、何じゃというんだ、巻いとるやつね、昨

日言いよった。 

            （「レタス」と呼ぶ者あり） 

 レタス。それから、何かいな、土成は。 

            （「イチゴ」と呼ぶ者あり） 

 イチゴ。イチゴにメロン。市場町においては……。 

            （「ポンダリン」と呼ぶ者あり） 

 ポンダリン。阿波町は、阿波町。 

            （「ナスビ」と呼ぶ者あり） 

 阿波町はナスビ。そういうようなことで、何でもこの阿波市をふるさととした方に十分

に賄えるわけでございます。どうぞこの点を考慮して、よろしく今後手間もかかると思い

ます。ほんじゃけんど、銭がばくばく入ってくるんじゃけん、辛抱しましょう。私も、一

生懸命頑張ります。 

 それでは、最後に議長に怒られるやわからんけんど、ちょっと一応分けたんですよ、分

けたんです、これね。怒られるやわからん。議長は、気が長い人やけん、怒らへんと思

う。 

 それでは、議長に怒られるかわかりませんけれども、寄附をされる方のメリットについ

て、最後にごく簡単にご説明を願います。よろしくお願いします。 

○議長（木村松雄君） 町田企画総務部長。 

○企画総務部長（町田寿人君） 樫原議員の２番目の寄附をされる方のメリットについて

でありますが、まず１点目として税制上の優遇措置が上げられます。寄附をされた方が確

定申告をすることによって、納付すべき所得税額の減額、また納付した当該年度所得税の

還付を受けることができます。例えば、あくまで例なんですけど、３万円をふるさと納税

をいたしますと約２万８，０００円の優遇措置があるということで、２，０００円という
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ことになります。 

 それと、これまで寄附した市の特産品を贈答品として送っております。阿波市といたし

ましては、さっきおっしゃられました、たらいうどん、イチゴ、ブドウ、アムスメロンな

ど、時期に応じた品物を寄附された金額に応じて５，０００円から１万円程度お送りして

おります。また、市が発行する広報阿波も、希望者について１年間お送りすることといた

しております。 

 今後につきましては、樫原議員の質問の趣旨を重く受けとめまして、職員、市民が一丸

となって魅力あるまちづくりに取り組み、一人でも多くの方が阿波市に住んでみたいと感

じていただくとともに、あわせて第二のふるさと阿波市のためにふるさと納税に賛同して

いただき、支援の輪が大きく広がるように推進してまいりたいと考えておりますので、ど

うかよろしくお願いします。 

 以上、答弁とします。 

○議長（木村松雄君） 樫原賢二君。 

○１２番（樫原賢二君） 私、昨今は会う人、会う人、市外の方に言いよんですが、阿波

市へ寄附しなさいと。寄附したら、皆さんが泣いて喜ぶほどの品物を送りますよと、いわ

ゆる農家から直送しますよと、こう言うんですよ。ほたら、一体どのぐらいしてくれるん

ですかと。それは、私はようわからん。それは、市に官僚がおりますと、その官僚によく

聞いて、聞いて。ただし、聞いた限りでは、うかうか言えませんと、私も公職の身でござ

いますので。ほんで、納得ができるような金額が提示されております。しかし、この席で

は言えませんというふうに言うて歩くんですが、ある人が、大阪でございますが、大阪梅

田で住んでおります。この方、１，６２０万円の年収でございます。橋下徹、知っており

ますか、維新の会、この維新の会が大阪都にしたいと、こういう、大阪都、東京都、大阪

都。しかし、しっしと、ちっちと崩れていきよりますわね、今、崩れていきよる、人気が

ね。そういうようなことで、ここにも書いてありますように、大阪や都会の人は、このふ

るさと納税については、困る。人間だけ住んで、税金払うてくれんというようなことで、

書いてあるんですが、これインターネットとったんですが、ここに我が徳島県の知事飯泉

嘉門が入っとんですよ、このふるさと納税にやり切ってしもうたんじゃ。ほんで、ここで

村井宮城県知事、それから山形県の齋藤、それから鳥取県の平井、それから飯泉嘉門知事

と、それから古川佐賀県知事が、こういう諮問機関がありまして、この種の法律が通った

んですよ。通った限りは、我が阿波市は、阿波市がふるさととする方々に、先ほど町田さ
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んがおっしゃるように、市職員全員が力合わせて、理事者が力入れてやるということで、

今年の２６年度の決算において、さっき言いよった金額は、あんなけちな金額でなし、

１，６２０万円払いよる人が、税金の分皆払うてもええんじゃと、こうやって言いよりま

すが、その仕組みは、私は１００％わからなんだら言いません。中には、北朝鮮に自転車

を送りよんがおります。しかし、直接船は行けません。しかし、シンガポール、方々へ迂

回して、北朝鮮のほうに行くような準備をしておるようなことを聞きました。今現在、香

川県のある人が、北朝鮮の領事館を競売で落としました。この領事館の引きかえ条件に、

これまた今現在拉致の問題も解決しよんです。そういうことで、多少話はぶれましたけれ

ども、あと４分５０秒しかございませんので、これで私の今節の質問終わらせてもらいま

すが、もうあとここでこうやって立てるんも２遍しか立てません。９月、１２月、３回目

は、向こうの本所に行くんですが、本当に思い出ある、この議場でございますので、かみ

しめながら本日質問をいたしましたが、特に管理職の皆様にお願いしたいのは、市民は非

常に右往左往しております、右往左往ね。ＴＰＰの問題やら、つくったもんが高う売れん

やらということで、ところが税金は要るんじゃと。そういうことで、市民一丸となって、

ふるさと納税を最大限に、日本一のふるさと納税寄附金の先兵だと言うたら失礼やけれど

も、やる気のある阿波市づくりに最大の協力をしていただきまして、私の質問を終わらせ

てもらいます。 

○議長（木村松雄君） これで１２番樫原賢二君の一般質問が終了いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

            午前１１時０５分 休憩 

            午前１１時１５分 再開 

○議長（木村松雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、２０番稲岡正一君の一般質問を許可いたします。 

 ２０番稲岡正一君。 

 

○２０番（稲岡正一君） それでは、議長の許可をいただきましたので、２０番、阿波み

らい稲岡正一、一般質問をさせていただきたいと思います。 

 今回、改選になって本格的な議会一般質問がたくさんの方から出ております。非常に有

意義な質問を皆さんなさって、実りの多い議会でないかと感じております。また、これに

対して、理事者の市長を初め、総務部長、それぞれの方が誠心誠意答弁をされておると思
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います。いたって公務員としては、真面目な、真摯な答弁でないかと思いますが、これだ

けではひとつまだ物足りない、私には。例えば、先ほどの樫原さんの質問にしても、ふる

さと納税、大変ありがたいことなんだけど、それと同時に阿波市のほうも、阿波市のメロ

ンでも何でも結構ですけど、農産物の、感謝の気持ちをお送りする、そういうような心の

こもった行政が必要でないかと思います。また、非常に経験豊かな、新しく今回議会人と

して参加されております川人さんのほうからも、昨日いろんな質問ございました。示唆に

富んだ質問で、内容の充実した質問でなかったかと思います。そして、前回の改選前の質

問は、ほとんど庁舎の問題、防災センター、そのような事業についての質問が大半でした

けれども、今回の質問から質問内容が変わってきて、議員も、これから阿波市がどうある

べきか、どういうふうにこれからの時代にふさわしい阿波市をつくるべきなのか、財政面

から、あるいは子育て支援から、あるいは人口減少問題、そういうような質問が多くなっ

て、ああ一歩また違う角度で質問され、それに理事者側も答弁されておるんでないかと思

います。 

 そして、阿波市も合併してはや１０年目を迎えようとしております。市長が常々言う行

財政の本丸として庁舎をし、郡をまたいでの合併の困難な、どちらか言えば、なかなか市

民が心を一つにする機会が少ない、そういうようなことを早く解消して、本当に阿波市の

市民が一丸となって、あるいは一つとなって、そんな拠点づくりにこの１０年間が過ごさ

れてきたんでないかと思います。それらも市長の決断と実行力で着々と進み、他町村では

なかなか困難で、庁舎を建設だとか、吉野川市もしかりでしたね、美馬市もしかり、なか

なかできておらない。しかし、阿波市は、いろんな課題を抱えながらも、今着々と進み、

この９月からは給食センターが供用開始を一部する。そして、来年４月からは、全校の生

徒の皆さんらに、幼稚園に、４，０００食に近い給食が供給できる。そして、庁舎も来年

１月から、何か１月１日から移転するんだというような話を聞きましたが、休みなしに移

転の準備をして、来年から新しい庁舎でする。同時に、防災交流センター、これらも完成

することによって、いろんな催しができ、またいざといったときの災害に備えられる。そ

して、大切な阿波市民の人命を一人でも犠牲者を出さないような防災拠点としての機能を

充実する。そのような阿波市の基盤づくりに市長も全力を尽くされる。それが着々と実っ

てきておることだと思います。来年度から、本当にそういうような施設が機能を果たし

て、新しい阿波市の１０年目の出発ができるんでないかと思っております。 

 そして、私の質問させていただきよる今回の中では、３点ほど出しております。それ
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は、１点目として財政問題について、２点目として市民の所得向上と雇用の確保につい

て、３点目は人口減少問題をどのように食いとめていくのかと。これ全て今回の質問者の

中に多くの方が質問をし、答弁をされておりますから、重複して質問しても意味がないの

で、違う角度で考えてみたいと思います。 

 財政問題についてですが、先ほど申しましたように、阿波市は多くの事業を実施し、そ

してこれからは非常にその償還が多額になってくると思います。また、先日来議論があり

ます１９億円余りの交付金が減ってくる。何か、国のやってること、我々にあめだけ最初

して、合併せいよ、合併せいよ、合併したらバラ色のいいぞ、合併特例債は７０％見たげ

るでよ、きっちり後から２０億円なら２０億円、交付金でしてくる。何かだまされたよう

な感じがするような気がしてならない。そのようなことを思います。それは、選ぶ国民に

も問題がありますけれども、政治家にも、余りにもいいことばっかり言って、財政が破綻

しようと、甘い言葉、市民が喜ぶようなこと、市民が耳ざわりなことはできるだけ避けて

いこうと、そのような政治風土が今日の日本を築いてきてしまった。我々は、これは大い

に反省しなければならないんでないかと私は思います。余りにも求め過ぎる。そして、今

回もいろんな質問ありますけれども、やあ阿波市も子育て支援だとか、いろんな事業をた

くさんし、旧市場町時代もやってきました。しかし、実際は、なかなか人口問題一つにし

ても歯どめがかからない。そして、こんなこと、私、議員が言うのは非常に不見識かもわ

かりませんけれども、豊かになればなるほど、あるいは女性の地位の向上が上がれば上が

るほど、晩婚化してくる。なかなか結婚しない。離婚率が高い。このごろ言うことも変わ

ってきたんですね。お嫁にやるときは、この敷居またいだらいかんぞと、帰ってきてっ

て。今は、あかなんだら帰ってこいよっちゅう。時代が変われば変わるもんだな。そんな

感じがしてならないんです。そして、質問にしても、理事者は何とか市民の人にちょっと

でもサービスして、援助して、すればするほど、結婚しない。離婚率が高い。反比例しと

ると思うんです、国にしても何にしても。このままで、この日本がやっていけるはずがな

いと思うし、それらは薄々政治家の皆さんも国民の皆さんも感じておるんでないかと思い

ます。 

 そこで、質問ですけども、これから交付金が、最初は約１０％からそれぞれ２０％、３

０％というように減ってき、いろんな国の交付金が減ってくると思います。国がやってい

けないんだから、国に市長会だ、いや議長会が頼んでも、頼むだけ、しません。私は、し

ないと思おう。できない、しようと思っても。じゃあどうするか。それは、それぞれの自
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治体が自主的にどのように運営していくか、その手腕を問われる時代が必ず来る、私はそ

う思うんですよ。そして、市長にもぜひお願いしたいのは、余り市民の皆さんにサービス

向上や何や、出産祝い金、子育て支援するんは、じゃけど……。だって、我々のこまい時

代、貧しい時代、私や食べれなんだからね。でも食べられない中でも、皆あのときは、子

どもを３人も５人も６人もつくっとる。あのときの何倍も所得も上がっとるはずです。子

どもを育てられないはずがない。経済的なこともさることながら、やはり心の問題だと思

うんです。女性の方が、あるいは家庭が、子どもを育てることも立派な職業なんだと、立

派な大切なことなんだと、そのようなことを方向転換するような時代でないと、国がいつ

までたっても面倒見ても、市町村が見ても、見れば見るほど、なお進んでくる。そのよう

に思えて、私はならないんです。そういうようなことを考えて、これからは阿波市もやは

りもう一歩進んだ、市民の皆さんにも耳ざわりの悪いことも言って、自分のことは自分で

してくださいと。介護でもそうです。子どもが親の面倒を見るんは当たり前ですやん。ほ

とんどの亡くなる方は病院で亡くなる。家で亡くなる人は非常に少ない。そんな時代を迎

えておる。そら医療費も高くつきますよ、それだったら。だから、在宅介護を充実させ

て、在宅介護をして、お父さんやお母さんを面倒見るために働きに出られない、そんな人

のために経済的な援助を少しすると、そういうふうに方向転換しないと、公で見るっちゅ

うことは、私は限界が来とんじゃないかと。また、そのようなことを求め続けても、夫婦

愛、あるいは家庭の愛情、そのようなことが生まれるはずがない。そのような点について

も、部長でも結構ですし、また市長でも結構ですが、もう少し一歩先、これから５年先、

１０年先は、必ず市町村が頭と汗を流して、自分たちで賄えるだけのことを賄ってくださ

いというようなことを来る、それらを先取りして、阿波市は取り組む必要があるんでない

かと思いますが、どのようにこれからの行政を取り組んでいかれるのか、ご答弁を願いた

いと思います。 

 それから、２番目としては、国からの交付金が少なくなる見通しについてですが、先ほ

ど、あるいは先日川人さんなんか、るる詳しく、交付金が少なくなります、１９億円何ぼ

少なくなる。国は、必ずしますよ、これ。また、今日の新聞にも出とるけど、軽微な体の

悪い方、市町村に任そうか。国が扱わない。市町村でもやってください。だんだんだんだ

んそういうふうになってきて、市町村に自分とこの市民のお年寄りだとか、そういうよう

なことは自分で守ってくださいよと。要するに、守ってくださいっちゅうことは、国は面

倒を見られませんよと、悪い言葉で言えば。そんな時代が来ると思うんです、来とると思
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うんです。それら等をしっかり考えていかないと、国の交付金だけ頼ったりしたところ

で、なかなか難しいと思う。だから、国からの交付金が少なくなったらどうしたらいい

か。 

 先般のニュースでもしておりましたが、阿波市でも八十何％の方が阿波市で住みたい、

阿波市でよかったというアンケートは出ておるけれども、じゃあ人口がふえるのか、ふえ

ない。あるいは転入と転出は、どういうようになったのか。転出のほうが多い。こんだけ

一生懸命やってきて、何が足りないんだろうか。それは、私、理事者の総務部長にもお伺

いしたいんですけど、いろんなことを計画されて一生懸命やっていることはよくわかりま

す。しかし、今までやってきた事業、結果が伴うてない。上がってこない、成績が。それ

は何かということの検証が足りない。どこに問題があるのだろう、どう改善して新しい問

題に取り組んだらいいのだろうか。その検証の答えが出てこない、私はこうやりました、

こうやります、こうやってますってことはよく聞くんですけど。一生懸命やっておると思

いますよ。しかし、それをしっかり検証して、効果の上がるようにするためには、何が足

りなかったのか。それをぜひ考えていただきたい。 

 それから、先ほど来の交付金が少なくなって、それの見返りの財源等を遊休資産の処

分、これは当たり前のことなんです。会社でもそうなんです。それから、資産の有効的な

活用、我々の会社でもそうなんです。遊休資産の処分をして、まず要らない資産を処分を

して、あるいはあるのであれば、それをどういうふうに会社として活用するか、市でもそ

うなんですね。先ほどから出よる、樫原さんからも質問ありました。日開谷の問題、市場

のときからも地域の人とタッグ組んで、あの活用をどうするかって、随分したけど、なか

なか出ないまま何十年か過ぎてしまった。払い下げたらどうですか、思い切って、民間

に、いつまでも抱いとかんと、思い切って。もう差し上げますわと、事業してくれるんだ

ったら。そのくらい思い切ったことをしないと、今は市が思っとるほど売れない。民間で

もそうなんです。我々の資産、多少持ってしとるんですけどね、つくったときの１割や２

割りしか売れない、要った金の。需要がないんです。これしてもうかるという保障がな

い。ですから、そんな施設をいつまでも抱いておるよりも、この施設を活用していただけ

るんだったら、あるいは地域の人に無償で開放する、使ってくださいというような突拍子

もない……。やっぱり皆さん真面目なから、それはいいんだけど、突拍子もない発想がな

い。それらを民間のような感覚でしないで、あなたたちはみんな、いよいよ本当真面目で

すよ、これ。どうしても公務員っていうのは、そういうふうに、市長も公務員から出てお
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るから真面目なんですけど、少し違う発想でしないとね、成り立たない。私はそういうふ

うに思いますので、ぜひそういうような点でもお答えをいただきたいと思います。 

 本市は、自主財源がないっていうことで、いろいろ先ほどから工夫されておるようです

が、やはり遊休資産の処分だとか、あるいは遊休資産の活用だとか、それは当然のことで

すが、そういうようなことをしていただくと同時に、これからやっぱり郷土出身から出と

る事業をされとる方、それらの方にも働きかけて、ぜひ地元で事業を起こしてください

と。そして、それらの方に対しては思い切った税制上の優遇措置を講じる。中途半端に、

１年、２年、固定資産税安くします、そんなんではだめですよ。どこもがしないようなこ

と、阿波町はわくわくするような、よし、こんだけ市長が言うんだったら、阿波町で一回

やってみようか、そのような夢と希望が持てるような阿波市、そんな市にぜひしていただ

きたい。これだけやって、一生懸命やってきて、そして人口も減っていく。転入と転出見

ても、約百何人ほど少なくなっていく。そういうようなことはどこに原因があるのだろう

か。これね、見よったら、あっちこっちに目配りし過ぎて、例えば農産物でもありますよ

ね、農産物も。これなんかも、あっちこっちに目配りし過ぎて、阿波市って言うたら、昔

は町村で言うたら、吉野、あっレタス、ぱっと頭に浮かんだ。それで、吉野のレタスとい

えば、１箱に２００円なり３００円高く売りよった、たしかそうだったと思う。今は、そ

れがないんですよ。かといって、阿波市は農業立市であり、農業の生産物は高いですよ。

だから、もっと絞り込んで、阿波市と言ったら、頭の中、阿波市あれがあるな、すぐ思い

浮かべていただけるような、そのためにやはり統一した規格、農産物でも、あるいは統一

したロゴマーク、そういうようなものをつくって、そしてそれらが少し軌道に乗るまで、

行政としても援助する、そんなことを考えて、皆さんはあっちこっち目配りせなんだら行

政はいかんのだって思うかもしれません。しかし、阿波市って言ったら、何、何だろう。

今、観光、観光って、観光課もつくってしよるけど、そんなことを言ったら悪いけど、土

柱にしたって、火の消えたように寂しくなってきた。それから、土成の宮川内のうどんに

しても、店が点々とやめていって、寂しくなっていってる。これじゃあ、なかなか阿波市

っていうのは思い浮かべてくれないと思う、阿波市の農業立市にふさわしいもの。だか

ら、地元の議員、樫原さんもおいでるけど、観光農園つくったらどうです。この近くに

は、こういうなんがない。あそこへ行ったら、観光農園があるでよ。その前に風呂がある

でよ。４つの札所があるでよ。香川へ向けとる県道があるでよ。高速道路の入り口があり

ますよ。素材はあるんですよ、材料は。それをよう生かし切れておらない。これじゃあだ
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めです。これは、余りにも行政がきめ細かく、きめ細かく、いろんな面に手を打たないか

んというように思い過ぎとんでないかと思う。もっと絞り込んで、そしてそのものに対し

ては思い切った投資する、中途半端でなしに。中途半端するんだったら、しないほうがま

し。お金の無駄遣い。それらを、ぜひ育てて、よしあそこへ行ったら観光農園、先ほども

言いよった、メロンがおいしい、それからイチゴだとか、いろんな農産物たくさんありま

すね。夢市場は、市長、先ほども質問の中で演説がありましたけど、あの中で１点だけす

ばらしい人おるんですよ。これは、ミニトマトをつくっとる方です。これ朝行っても、４

０人ぐらい、四、五十人並んでおらないと、買えない。そして、量も一パックなら一パッ

クだけですよと。売ってくれないですよ、足りないんです。これは、そのつくる方がこつ

こつと研究されて、非常に甘くておいしいらしいです。総花的にしても、今は差別化商品

つくってしないと、なかなか育たない。だから、土成なんかだったら、４つの札所あっ

て、本当に４つの札所っていうのは珍しいんですよ。ほんで、関所のようにあそこを通ら

なかったら通れない。非常に場所的に位置がええ。だって、合併のあの前は、阿波町だっ

てバーベナ何とかという花で、阿波町って花がたくさん咲いてよかったな、いいな、ぱっ

とすぐ思い出しよる。これも消えてしまったですね、もうなくなって。このごろ余り聞き

ませんね。そんな合併になっても、旧町村のいい部分ね、それは置いておいて、そして引

き継いで、それらになおいいものを加えて、活力のある、魅力のある阿波市にしなきゃな

らないんでないかと思いますので、それら等についてもお答えをいただきたいと思いま

す。 

 じゃあ、この１項目の財政問題についての自主財源少なくなりますが、それら簡単で結

構ですから、先日聞いておりますから、長いんわかってますから、答え、長い答え要りま

せんから。過去はこうだったけど、これに私が言った質問は、過去の検証をして、さらに

こういうことを加えないかんな、公有財産だとか遊休資産の処分だとか、これもしなきゃ

ならん。あるいは、ふるさとから出た、郷土から出た人たちに阿波市で事業を起こしてほ

しいんだと。そういうようなことも必要なことだと思いますが、どのように考えておる

か、お答えをいただきたいと。 

○議長（木村松雄君） 町田企画総務部長。 

○企画総務部長（町田寿人君） それでは、稲岡議員の一般質問の財政問題について答弁

させていただきます。 

 稲岡議員のおっしゃられた件にいたしましては、地域主権の推進がすごくされておりま
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す。そういった中で、阿波市としての地域内競争にとどまらず、地域間競争、あるいはま

た徳島県内での地域内競争、それにこれからは勝ち残っていかなければなりません。そん

な施策で、阿波市においては、この４月１日から各課において政策担当リーダーっていう

のを職員を配置いたしました。それによって、課内の統一、部局間の連携、そんなことに

よって奇抜な事業、また市内にいっぱいある公共施設のいろんなマネジメント、統廃合、

用途変え含めた、そんなことを今年度からやり始めております。成果がすぐ出るというこ

とではございませんが、視点を変えていくという面では、大きな変化になったのかなと思

っております。こんなことも言いながら、１点目の稲岡議員の多くの事業実施に伴う支払

いが非常に多額になると思うが、今後の計画はどのようにするのかについて答弁させてい

ただきます。 

 平成１７年４月に阿波市が誕生いたしまして、そのとき地方債について残高が１７７億

２，８２５万３，０００円ありました。平成２５年度末の見込みの地方債残高は、２１４

億３，７６０万５，０００円と、３７億９３５万２，０００円、率にして２０．９％市債

が増加しております。そのうち１６４億８，３０１万５，０００円、約７７％が後年度に

交付税措置において措置されますので、実質的には一般財源での償還率は２３％というこ

とになります。要するに、限りなく市債を発行するときには、有利な起債を活用して、将

来を見据えた運用をしているということでございます。 

 続いて、今年度は庁舎及び交流防災拠点施設、給食センター、幼保連携施設、阿波市に

とってなくてはならない施設が完成する貴重な年となります。こういった中で、合併特例

債を活用してきたとは言いながら、基金造成を除き、地方財政法の５条に係るものでござ

いますので、市民の貴重な市税をもって将来まで３０％を償還していくため、将来まで説

明責任の果たせる事業の選択と集中、計画が必要だと認識しております。 

 今後におきましては、再々申しておりますが、自主財源に乏しい本市においては、国、

県の動向にレーダーを高くして情報をキャッチして、市民サービスに係るインフラ整備事

業とソフト事業のバランスのとれた運用のため、頑張っていきたいと思っております。 

 続きまして、２点目の国からの交付金が少なくなるとの見通しですが、その見返りの財

源確保はどのように考えているのかという質問でございますが、これに関しましては、ち

なみに平成２５年度に阿波市に交付された普通交付税の額は、７５億２，９００万円でご

ざいます。これから１９億円減額するという話なんですけど、確かに平成２８年度から３

２年度までの激変緩和措置っていうのがございますが、平成３３年度からは確実に１９億
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円減るという見込みで、国の報道においては、総務省等々でいろんな、それは減少額が大

き過ぎるということも報じられて、見直しも講じていると報じられておりますが、これは

甘んじることなく、厳しく見込んで財政計画を立てていくつもりでおります。ということ

で、その対策として、阿波市は、昨日も申しましたが、行財政改革大綱っていうのをつく

って、目標値を示した集中改革プランを毎年実施することで１５億７，３５８万４，００

０円の効果を上げたことと、基金残高が２５年度末で１１７億円と、１７年度末から８０

億円を増加しております。そういった中で、先ほど申したように、行革と市民ニーズを的

確に把握して、それに合わせた行財政サービスをやっていきたいということと、３点目の

今後自主財源を確保するためにどのような施策が必要かということでございますが、これ

に対しましては、人口減少、交付税の減少の問題もございますが、阿波市らしい、先ほど

も申しました、今までの事業を継続するんじゃなくて、いろんな事業の財源をスクラッ

プ・アンド・ビルドといって移しかえたり、多様な市民ニーズの変化に応えた事業を職員

一丸となって、議員の意見も拝聴いたしまして、特に昨日も申しましたが、市民参画とい

いますか、阿波市民が旧町の境を越えていろんな活動をしております。そういったこと

で、市民参画と一体になって、阿波市らしい魅力ある、活力あるまちづくりをつくってい

きたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（木村松雄君） 稲岡正一君。 

○２０番（稲岡正一君） ただいま１、２、３の質問に対して財政問題、総務部長からご

答弁いただきました。 

 阿波市は、先ほどから申しますように、庁舎だとか防災センター、約７３億６，３４８

万円の巨額な金額を投資し、また幼保連携施設では、八幡が５億円、一条が６億円、１１

億４，５００万円。これ予算ベースですから、若干の請け差によって差はあると思います

が、おおむねこのくらいの金額は投資しておると思います。 

 それと、特に教育委員会なり市長が力を入れて、各義務教育の小・中学校等の耐震化が

完成したと。これは、大変よかったと思います。子どもの大切な命、安心で安全なところ

で勉学に励めるということは大切なことでないかと。それらが完成したことは、阿波市の

また市長の特筆すべき実績でないかと思います。 

 そして、これからやっぱり自主財源が少なくなるのは事実ですから、総務部長ねえ、積

立金ようけ積んで、それはありがたいことですよね。しかし、資金をただ銀行へ預けとい
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たって意味がない。資金の活用方法、この資金の。百十何億円の資金を、徳島市より多い

ですよ、あの大きな、見たら、非常に大きな金額をじっと預けとったって意味がない。銀

行の利息やいうのはただのようなもんですよ、今。もちろん市の行政ですから、市民から

預かった大切な金を軽々にギャンブル性の高いものに預けたり利用するっちゅうことは難

しいと思います。ある程度限界があることはよくわかっております。しかし、預金だけ入

れておって、果たしてほんだけの金がいいんだろうか。もう少し、その２割でも３割りで

も有効活用して、それらの基金が阿波市の財政により一層貢献できるような、そんな方法

を思い切って研究したらどうかと思いますので、ぜひご検討を願いたいと思います。 

 それから、総務部長からお話がありましたもので、各課で連携してっちゅう、あなたの

そういう答弁ばっかりが多いんです。それはええんです。私やったらしない、各課で出し

てこいと、自分の各課でアイデア出してこいと。阿波市民のために何ができるか。そし

て、最終的に市長の判断を仰いで、よし、この事業はやろうと。連携したらね、責任感薄

れてくる。あなたや連携したら逃れられるからいいと思い込んどる、錯覚しとる。それよ

りも、各課が知恵と汗を流して、その課が何ができるか、こんな計画をしてみたい、こう

いうことを市長やらせてください、そういうふうなことをしないと、なかなか魅力のある

市政にはならないと私は思うんです。あなたやの答弁から見たら、これはいいですよ、連

携させたら、みんなで連帯責任。連帯責任とったらいいよ。連帯して、なかなか責任もし

ない。そういうマイナスというものをよく考えて、各課が部長を中心に知恵と汗を流して

していただきたい、そのように私は思うんですが、市長、この点についてどういうふうに

お考えですか。 

            （６番 藤川豊治君 退出 午前１１時４９分） 

            （６番 藤川豊治君 入場 午前１１時５２分） 

○議長（木村松雄君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 稲岡議員は、４０分の質問時間のうちの本当にほとんど３０分で

すかね、質問に時間を割いていただいた。その中身たるや、本当に私も目からうろこが落

ちる感じをしてます。恐らくここに出席してる部長連中も同じだと思います。 

 今回の議会、稲岡議員が言われるように、特に私が思っておりますのは、議員みずから

が仕事として経験したことを議会でとうとうと述べて質問する。あるいは、稲岡議員もそ

うですけど、人生経験ですかね、非常にご苦労なされた少年時代のことも含めて、そいつ

の経験談も含めて、阿波市の行政のあり方、これからの考え方、あるいは行政で長くおら
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れた議員については、やはり山本五十六ですかね、艦隊司令官の名言を言われて、叱咤激

励っていうんですかね、リーダーのあるべき姿、あるいは市の職員の管理職のあるべき

姿、とうとうと実は述べていただきました。本当に感動と感謝してます。 

 そういうようなことで、今の質問なんですが、要は、職員一人一人が阿波市のために、

市民のために、自分が発想して、勉強して、とにかく民に近いような発想で施策を推進し

てくれということだと思いますね。議員の言葉の非常に重いのが、これ失礼なんですが、

町田企画総務部長、今までは全部原稿を本当に読んでました。今の稲岡議員のわずか２０

分か３０分の質問で、いきなりやっぱり心が変わったんと見ていいんじゃないですかね。

答弁資料を丸読みせずに、自分の頭で考えてしっかり答弁してる。まさに、議員が言われ

るように、言って聞かせてという言葉が本当に大事なんじゃないかな。そういうところが

議会の役目でもあると思います。稲岡議員の質問、私どもも本当に心に一生懸命に刻み、

これから行政をやっていきたいと思ってます。 

 特に、いつも私職員に言うんですが、２つの言葉がありますよね。論議と議論という言

葉があるんですが、単なる２つの言葉なんですが、非常に意味深いものがあると思いま

す。論議にレ点をつければ議論という言葉になるんですが、普通人というのは、国、県、

あるいは我々の仕事に対して批判をしますよね、問題点を言う。これ論議なんですよ。少

し進歩的な人っていうのは、問題点を提起して、私の意見を言いますよね、それに対する

対応策。今日の今回の議会、本当に随分と、そういう面で論議が議論に変わっていって

る。我々を随分刺激していただいてる。そんなところにこれからも感謝しながら、行政、

一生懸命市民のためにやっていきたいと思ってます。本当に今回の質問については感謝い

たします。ありがとうございました。 

○議長（木村松雄君） 稲岡正一君。 

○２０番（稲岡正一君） 市長から今ご答弁いただきましたが、財政は私が繰り返して言

うまでもなく、先日長年の豊富な経験の中でされた。平成２８年度から約１９億１，９５

１万円減りますよね、３２年度までに。初年度は１０％で１億９，１９５万円、２９年度

は３０％になって５億７，５８５万円、３０年度は５０％、半分減って９億５，９７５万

円、３１年度は７０％交付金を減して１３億４，３６６万円、３２年度は９０％減して１

７億２，７５６万円、そして３３年度は、今言う１９億１，９５１万５，０００円します

よというようなことでないかと思うんですよね、交付金が減ってくるのは。大変な金額だ

と思う。それらをしっかり見据えた上で、これからの財政運営を考えていただきたい。 
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 それともう一つ、市長にお願いしたいのは、これからのアンケートをとったら、やっぱ

り阿波市で定住してもらって、阿波市へ来ていただくっていうのは、安定した所得の確保

できる地域、あるいは夫婦が共働きしていけるような、そんな職場の確保とか、そういう

ふうに市民の方も変わってきとんですね。だから、いろいろ施策とって、ああ子育て支援

だ、やあ出産祝い金をしとるが、なれてしまって、知らない人すらあるんでないかと思わ

れるほど、ぴんとこない。何か思い切った、阿波市はあれがあるぞと。市長、農業に非常

に詳しい方ですから、ぜひ阿波市は観光農園ね、非常に恵まれとる。横におる樫原先生に

も言いよんじゃけど、腰が重いんか、ひっついとんかどうかわからんのやけど、ぜひ樫原

さん地元でやってくださいと。本当に場所的にもいいとこなんですよ。阿波市へ行ったら

観光農園あるぞ、そして前には温泉があるぞ、ほいで土柱もあるぞ。そういうようなこと

をセットで考えてしないと、なかなか人が寄ってくれない。そんな阿波市をぜひつくって

いただきたいと思います。そないなことにもしていただきたいと。これは、原稿を書い

て、勉強をしよって、話ししかけたら、次から次へ、原稿よりほかへ頭のほうが行ってし

もうて、原稿が飛んでしもうて申しわけないんですけど、こういうようなことをぜひ考え

ていただきたいと思います。 

 それから、阿波市の次の質問に入りたいと思いますが、新しい、市長ね、今言いよった

ことをするために、長峰だとか土成の工業団地やほぼ完成して、それぞれの方が事業を展

開されております。新しい職場を確保する、若い人が働く場をつくる、あるいは一定的な

所得を安定的に得るような、そんな工場誘致ができるような第２の工場団地、そんなこと

をこれから５年先、１０年先をしっかり見据えて、これは難しい、口で言うのは簡単だけ

ど。県も随分長くかかって、やっと去年レンゴーが来ていただいて、１３年もたしかかか

ったと、あの長峰団地を埋めるのに苦労なさったと思いますよ。私が言うほど簡単ではな

い。あるいは、簡単に私やも皆さんにいろんなことを言うて、こうしたらどうですかと言

ようるけど、公共施設の資産でもなかなか難しい。民間でも難しいです。だから、非常に

そういうような限られた中でするのは難しいと思う。思い切って市長の決断と実行力で、

新たな若者が働けるような工業団地の団地づくり、そんなんを考えて、土成の今の工業団

地のとこも、今度あの農免道路の上側ね、たくさんあると思いますよ、あれは。あそこな

んか、いい場所です。あるいは、長峰でも太陽光をしておるあの周辺にも土地がある。市

場も、四国部品の横っちゅうのは工業団地にしようかと言いよった。しかし、農業を守ら

ないかんちゅうか、農振の指定を受けてしまった。だから、阿波市は思い切って農業委員



- 131 - 

会の人に言って、農振全部除外せえと、一番安定しておるのは藍住ですよ。藍住は農振地

域をつくってないから、どこでもいいがです。そのような大胆な、今の時代に合った発想

をしないと、人口増も地域の発展も、私はないと思う。 

 それと同時に、市長会なり議長会にもお願いするのはやね、木村議長、私、市場の議長

のときから言いよった、北岸用水を多目的に使えるように。今の、農業の農にしてしまっ

た。農業しか使えないちゅうん、あれだけの膨大な資本と自然水で流れてくる水を地域の

有効のためになぜ使えないのか。その証拠に、香川は、香川用水を農業でも生活でも、全

てに使えるようにとる。何で徳島県の水は農業だけにしか使わさないのか。規制を緩和す

れば、金も要らない。それを市長会なり、あるいは行政の中でしっかり受けとめて……。 

            （「そのとおり」と呼ぶ者あり） 

 政治が話ししてもらう。そのように大きな意味での改革を働きかけていただきたい。そ

んなようなことをぜひ思っております。 

 それから、時間が足りないね。 

 ２番目の質問ですけれども、所得向上を図るためには、今言いよった工業団地だとか、

それから農家の所得向上の施策については、農産物をブランド化して、そしてロゴマーク

を統一して、統一した規格で、阿波の大根だったらこれですよと、規格が統一してます

よ、段ボール、包装紙はこれですよ、ぱっと思い浮かべていただけるようなことをしっか

り行政としてやらなかったらいけないんでないかと思います。今、国やって、やっと気が

ついた。私は、何十年も前から言いよる。農協の改革をしようとしとる。解体でもしよう

かって言いかけた。恐らくすると思います、５年先、１０年先。本来、農協の欠点という

のは、大きな組織であるがゆえに、政治家もよう手をつけなかった。あぐらをかいておっ

たと言ったら失礼かもわかりません、はっきり言って、農協の人には。しかし、金融と共

済に力を入れ過ぎて、金もうけのしやすいところに力を入れて、本来の農業、営農指導を

しなかった。ここに農協の最大の欠点があり、そして外部家の考え方なり資本を導入しな

いから、競争原理が働いていない。だから、民間にかなわない。これじゃあ、農協をばら

にするん、当たり前ですよ。そこらを阿波市ではまだ東部農協があり、市場農協があり、

阿波町農協、こんな小さな市で３つも農協が、考えてもらいたい、農協の人にも。１つに

したらどうですか。我が改革をみずからしなきゃだめですよ。それを見失ってる。そんな

とこは補助金はゼロにするというぐらい、私はきついかもわからん、思い切ってささなか

ったら解決しない。そうすることが、農協の組合員のためであり、将来の農協が生き残る
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ためだと私は考えます。ですから、ぜひそういうことを考えていただきたいと思います。 

 それから、副市長、あなたね、もう２年したら帰るんじゃけん、何かお土産、私の力で

あれはやりましたと、何か一つ残してください、はっきり言って。ああ、副市長よくやっ

てくれたな、県との連絡役とって、あの施設はもうできたわと、副市長、ぜひ全力で。２

年帰って、また向こうへ帰ったら幹部になるんでしょうけど、もし居心地がよかったら、

阿波市で市長に言うて置いてもらってね、ここで骨埋めたらいいんですよね、そのくらい

の気持ちで。ここへ来とる以上は、阿波市のために命をかけるんだと、県とけんかしても

やるんだと、県が戻ってこいって言わなかったら、阿波市で骨を埋めるわというぐらいの

根性でぜひやってください。ぜひお願いしておきたいと思います。 

 今度、人口減少問題へ移りたいと思いますが、これは先般言ったんですけど……。 

            （「答弁ないん」と呼ぶ者あり） 

 答弁はね、したってええですか。３，４３１人減ってきておりますよね、阿波市の人口

が。ほったらね、転入と転出が１年間に１０９人減っとんですよ、平均で。それから、外

国人の方は大体三百五、六十人で平均なんですけれども、それはのけて、今言う転入、転

出がこれだけ少なくなっておる。終わったね。これ時間が私配分が非常に力入れ過ぎて悪

くなりましたが、私が言いたいことは、ぜひ理解していただいて、副市長にも言いまし

た。これ時間が、議長に怒られるけん、ここで置きますけど、ぜひ私の言おうとすること

を考えていただいて、これからの行政に、本当に私たちもそうです、命がけで取り組む。

私たち議員も数を減したらいいんですよ、市民も皆そう言うとる。私らみずからが身を切

らなだめですよ。そういうようなことも含めて、我々も反省しながらやっていかないかん

と思いますので、ぜひこれからも全力で取り組んでいただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（木村松雄君） これで２０番稲岡正一君の一般質問が終了いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

            午後０時０８分 休憩 

            午後１時００分 再開 

○議長（木村松雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、７番吉田稔君の一般質問を許可いたします。 

 ちょっと済いません。申しおくれましたが、市長より欠席届が出ておりますので、ご報

告いたします。 
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 吉田稔君。 

 

○７番（吉田 稔君） ７番吉田稔でございます。議長の許可を得まして、一般質問をさ

せていただきます。 

 質問項目が多いので、ちょっと手短に質問いたしてまいりたいと思います。 

 行政の仕事というのは、市民の生命、財産を守るというのが大きな仕事の一つでござい

ます。近年、震災とか、あるいは集中豪雨などで各県において市民の生命、財産を脅かさ

れる事態となっておるところでございますが、本市において、そういう意味で地域防災計

画を立てているという話を聞きました。また、時代に沿うように改定計画も立てておると

いうことでございます。市民に周知していくのが大事であろうと思いますが、およそどの

ような計画であるのか。また、２つ目には、市民にはどの程度周知され、市民自身の防災

準備にどのように役立っているか。３つ目に、地域の自主防災組織はどの程度立ち上がっ

ているか、またいざというときの活動準備は大丈夫かといったことについてお聞きいたし

たいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（木村松雄君） 町田企画総務部長。 

○企画総務部長（町田寿人君） 吉田議員の一般質問、地域防災計画についてという質問

に答弁させていただきます。 

 最初に、１点目のおおよそどのような計画であるのかということですが、昭和３６年に

災害対策基本法が伊勢湾台風を契機に制定され、平成２３年３月１１日に発生した東日本

大震災による課題、教訓を受け、国は、災害対策基本法を段階的に改正を行いました。こ

れに準じて、中央防災会議で防災基本計画及び徳島県地域防災計画が見直されました。 

 本市の阿波市地域防災計画は、災害対策基本法第４２条の規定に基づき、市民生活の各

分野にわたり、重大な影響を及ぼすおそれのある本市の全域に係る自然災害等に対処する

ため必要な事項を定め、もって市民の生命、身体及び財産を災害から保護し、または被害

を最小限に食いとめることを目的として現在改定作業を行っております。 

 計画は、県の計画に合わせて、共通対策篇、地震災害対策篇、風水災害対策篇、大規模

事故等災害対策篇、資料篇により構成することとしております。 

 次に、市民にどの程度周知され、市民自身の防災準備にどのように役立っているのかに

ついて、現在作成中の地域防災計画について、策定後は市のホームページにおいてまず公

表することとしております。今回、地域防災計画に合わせて、市民の方に日常からの備え



- 134 - 

と災害時の適切な判断や行動を支援する防災パンフレット、防災マップを作成中でありま

すので、こちらも完成次第市のホームページで公表するとともに、各戸へ配布し、周知啓

発をしてまいりたいと考えております。 

 また、３点目の地域の自主防災組織はどの程度立ち上がっているのか、いざというとき

の活動準備は大丈夫かということですが、自主防災組織の状況として、災害時における地

域住民による初期消火及び避難態勢などの整備強化を図るため、地域住民の自主防災組織

の活動、育成や住民の防災意識の向上を図るために補助金の交付及び防災資機材の貸与等

を平成１８年１０月から行っております。議員お尋ねの平成２６年３月末で、組織結成率

は市内３８３自治会のうち２８１自治会で結成されており、世帯結成率は７３．４％でご

ざいます。危機管理課の対策としては、自主防災組織のさらなる結成率の向上と活動推進

のため、平成２４年度から未結成自治会へ結成依頼通知文の送付や各自治会へ説明に出向

き、推進しているところでございます。今年度においても、未結成自治会へは早期結成に

向けて、既存自主防災組織へは訓練等活動が行っていけるよう依頼しているところでござ

います。 

 結成自主防災組織に対しましては、防災資機材の対応等を行って、２５年度末でも２２

６組織に貸与を行っております。また、自主防災組織の訓練等の活動についても、消防署

指導の救命講習や初期消火訓練、防火防災講演等や県の寄り合い防災講座などの組織にお

いての避難訓練や多種多様な防災活動について活動の推進を行っております。 

 これからの自主防災組織におきましては、広域的な取り組みとして、例といたしまし

て、昨年林小学校区において自主防災組織連合会が設立し、今年も６月２９日には林小学

校の保護者参観日に合わせて、小学生や保護者参加のもと、自主防災組織、消防団、地域

の団体等が連携した体験型の総合防災訓練を行うこととしております。今後、小学校区に

おいて年次的計画で連合会設立を目指し、防災のかなめである共助がより強固になります

ように推進していきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（木村松雄君） 吉田稔君。 

○７番（吉田 稔君） 防災減災に市のほうも精いっぱいやるということでございます

が、行政側は目いっぱいやっていただくのはもちろんでございますが、市民みずから、あ

るいは市民同士で協力して防災減災をやっていくっていうことが非常に大事でないかと思

います。それぞれの責任分担というんでしょうか、市の責任はしっかり果たしてもらいた
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い、しかしまた市民みずからも努力してもらいたいという意味で、市民が減災あるいは防

災に対してやるべきこと、こうしたほうがいいんでないかというような啓発はひとつしっ

かりやっていただきたいと思います。また、その中で、市民同士がいざというときに防災

減災で動くためには、中核となる人も必要でなかろうかと思います。そういった人材の育

成というのも大事でないかと思います。そういったことを何か考えておられるでしょう

か。 

○議長（木村松雄君） 吉田議員に申し上げます。 

 これ再問になりますから、４号をまとめていきますか。 

○７番（吉田 稔君） そうですね。４号も、先質問いたしましょうかね、ちょっとなれ

ませんので。 

○議長（木村松雄君） 吉田稔君。 

○７番（吉田 稔君） それから、質問の４番目、台風や豪雨の際、農業用ため池を調整

池として利用するようですが、その維持管理はどうされるのか、それから５番目に、土砂

災害警戒区域及び浸水区域の箇所数とその対応策はどの程度なされているのか、お聞きい

たします。 

○議長（木村松雄君） 町田企画総務部長。 

○企画総務部長（町田寿人君） 吉田議員の再問にお答えいたします。 

 まず、企画総務部で今後の対策として、自助、共助をどのように推進していくのかとい

うことですが、それに対しまして地域の防災リーダーの育成について力を入れていきたい

と思っております。 

 阿波市では、地域の防災力活性化を図るため、阿波市防災士会に入会し、地域の防災活

動に行政と協働して取り組む意欲の方に対して、防災士の資格取得に必要な経費１万１，

０００円を限度として補助しております。防災士の資格を取得するには、ＮＰＯ日本防災

士機構が認定した研修機関が実施する防災士研修講座を受講し、防災士資格取得を取る必

要がございます。そこで、地域の防災リーダーの育成のため、多くの方が防災士の資格取

得を目指していただけるよう、市民の方へ防災士資格制度の情報提供に努めてまいりたい

と考えています。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（木村松雄君） 天満産業経済部長。 

○産業経済部長（天満 仁君） 吉田議員の４つ目のご質問でございます。 



- 136 - 

 台風や豪雨の際、農業用ため池を調整池として利用するようだが、その維持管理はどう

するかというご質問につきまして答弁をさせていただきます。 

 ご質問の農業用ため池につきましては、池本来が持つかんがい用水の供給の機能のほ

か、大水の調整という２つの大きな機能を持っております。しかし、近年では、吉野川北

岸農業用水のパイプ配管が完成した地域におきましては、本来の機能であるかんがい用水

の供給という意味合いが薄れてきておるところでございます。近年、地球温暖化の影響と

も言われております豪雨が毎年増加傾向にございます。短時間に田畑の冠水、あるいは家

屋の浸水等の被害が発生が危惧されております。甚大な被害を未然に防ぐ、あるいは減災

させることが大変重要でございますけれども、現状は刻々と変化することから、その対応

は十分とは言えない状況にもございます。その対応措置として有効と考えられますのが、

農業用ため池を増水時の調整に活用しようとするものでございます。台風や豪雨時には、

各用排水路の通水部分、これも少なからず調整機能を果たしておると考えることはできま

すけれども、ため池のような大量の雨水を一時的に貯留する機能の果たす役割は、それ以

上のものがあると考えられます。現在、市内各地域に点在する農業用のため池を今後どの

ように調整池として利用していくかにつきましては、管理体制を初め、まだ詳細な計画は

確立しておらない状況でございますけれども、本市地域防災計画に基づく防災減災に向け

た方針の中で検討及び関係する地域の改良区、水利組合等におきまして、それぞれが自

助、共助についてご理解をいただいた上で、地域防災としての協議、連携を図っていかな

ければならないと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（木村松雄君） 友行建設部長。 

○建設部長（友行義博君） 吉田議員の一般質問であります地域防災計画についての５点

目、土砂災害警戒区域及び浸水区域の箇所数とその対応策はどの程度されているのかにつ

いて建設部よりお答えいたします。 

 近年は、台風の大型やゲリラ豪雨などが発生することにより、水害の被害区域が拡大し

ております。現在、阿波市内には、県が指定した土砂災害警戒区域は９６カ所、そのうち

特別警戒区域が８６カ所あります。土砂災害によります人的被害を防止するため、住民へ

危険な区域を周知する警戒区域指定説明会の開催や土砂災害ハザードマップを作成し、阿

波市のホームページにて周知しております。また、県と連携いたしまして、災害時に大き

な被害が想定される箇所での砂防工事など、土砂災害防止対策に取り組んでいるところで
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ございます。 

 次に、浸水対策といたしまして、本市では特に吉野川の堤防沿いの流域で内水被害が発

生し、従来の排水路や河川では浸水被害の軽減に対応することが困難な状況となってきて

おります。このような状況への対策を行うため、平成２２年度より市内の排水路調査を行

い、市内全域の浸水状況や降雨量、それに各河川や水路の流量計算を行いまして、昨年度

阿波市排水対策基本計画を策定しております。この計画に基づきまして、排水路の改修や

排水ポンプの新設、増設、また河川改修など、総合的でより効果的な対策に取り組んでま

いりたいと考えております。 

 なお、多額な事業費を要する対策につきましては、国や県に対し排水、浸水対策を進め

ていただくよう強く要望してまいります。今後とも、安全・安心で快適に暮らせるまちづ

くりを目指し、浸水被害軽減のために取り組んでまいりたいと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（木村松雄君） 吉田稔君。 

○７番（吉田 稔君） ありがとうございます。 

 市民の生命、財産を守っていくというふうな大きな使命がございます。どうか県や国と

タイアップして、ひとつ住民に安心をもたらすような工事をやっていただきたいと思いま

す。この項は、これで置いておきます。 

 ２番目に、国や県への要請ということで、２項目質問を用意いたしております。 

 １つ目、五明谷川のしゅんせつと排水機場の能力向上を県及び国当局に要請してほし

い。これは、平成１６年２３号台風によりまして、床上、床下浸水が９０戸余り出ている

等、大きな被害をこうむりました。以後、地域住民が国や県、市に五明谷川のしゅんせつ

と排水機場の能力向上を再々陳情しておりますが、なかなか改修というところまでは行っ

ておりません。市のほうで先頭を切って国、県へ要望をしていただきたいと思います。 

 それから、２つ目、県道船戸切幡上板線の岩津からのバイパス工事が休止されたままで

ございます。約１７年間ほど休止中でございます。阿波市としての方針はどのようなもの

か。県の工事でございますが、市の各所で県工事もやっております。いろいろ順番もあろ

うかと思いますが、阿波市としての方針を打ち出し、県に要望していくべきでないかと思

います。その点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（木村松雄君） 友行建設部長。 

○建設部長（友行義博君） 吉田議員の一般質問２点目であります国、県への要請につい
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て、五明谷川のしゅんせつと排水機場の能力向上を県及び国当局に要請してほしいについ

てお答えいたします。 

 阿波市内の河川におきましては、阿讃山脈から緩やかな南面傾斜で吉野川へ流れ込んで

おります。五明谷川につきましては、阿波町林地区の主要な河川でありますが、河川勾配

が緩く、土砂が堆積しやすい状況で、堆積いたしますと、水の流れる面積も減少いたしま

して、雑木や雑草が自生することで水の流れを阻害し、被害へつながる要因ともなってお

ります。 

 阿波市内には県管理の河川が多数あります。県も毎年数カ所のしゅんせつを行っており

ますが、しゅんせつの要望につきましては、平成２５年１０月に五明谷川を初めといたし

ます市内１１カ所の河川のしゅんせつや樹木の伐採を所管する県土整備部の宮川内ダム管

理所長に対しまして要望いたしております。また、平成２５年１１月には、知事あてにも

要望書を提出いたしておるところでございます。今後も、機会あるたびに要望を行ってま

いりたいと考えております。 

 なお、五明谷川の排水機場につきましては、もともと農業用のかんがい排水施設として

建設されております。近年の豪雨による雨量での対応できる能力を十分持ち合わせておら

ず、平成１６年の２３号台風におきましては、中川原、東川原地区など、林小学校周辺地

域で床上浸水２１戸、床下浸水７１戸の甚大な被害が発生しております。排水機場の能力

向上につきましては、平成２３年には国会議員に要望を行い、平成２５年には第１０回徳

島県市長会議に提出議題としても要望しております。また、行政現場からの政策要望とし

て、排水機場の能力向上を含む浸水対策事業の施設整備と財政措置につきまして、県に要

請も行っておるところでございます。今後とも、粘り強く要望を重ねてまいりたいと考え

ております。 

 続きまして、質問２点目の県道船戸切幡上板線の岩津バイパス工事が休止されたままで

あるが、市としての方針はどのようなものかの質問についてお答えさせていただきます。 

 県道船戸切幡上板線の岩津バイパスにつきましては、住宅が密集しており、幅員が狭小

な区間を迂回するため、岩津橋から県道船戸切幡上板線の市道中央東西線終点との接合付

近を結ぶ、延長１．５キロの路線でありまして、平成４年度に県が道路改良工事に着手し

ております。平成９年１０月には、県道鳴門池田線から市道南整理７号線までの１７６メ

ートル区間が供用され、市道西長峰工業団地線を経由いたしまして、県営西長峰工業団地

へつながっております。 
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 なお、この路線につきましては工業団地への主要な道路となっておるところでございま

す。 

 市道南整理７号線から北の区間につきましては、事業計画の理解が得られなかったこと

や事業予算の減少などによりまして、現在事業は休止いたしております。阿波市内におき

ましては、県は、県道志度山川線東原バイパス工事、また県道船戸切幡線土成バイパス工

事と切幡工区改良工事、また県道宮川内牛島停車場線吉野バイパス工事などのほかに、交

差点改良や自歩道整備などの道路整備事業が順次進められておるところでございます。 

 市の方針といたしましては、これらの道路整備事業が完成するまでに、阿波市内の道路

整備の状況を勘案いたしまして、地元のご要望もお聞きしながら、県との対応を図ってま

いりたいと考えております。安全・安心で生活に密着した道路環境の整備に努めていくつ

もりでございます。また、市といたしましては、県道鳴門池田線と市道中央東西線を結ぶ

南北の通行を補完するという意味合いにおきまして、林変電所西側の南川原善地線や林小

学校東側の南川原赤坂線の市道拡幅工事に取り組んでいるところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（木村松雄君） 吉田稔君。 

○７番（吉田 稔君） 五明谷川のしゅんせつっていうのは、平成１６年の台風で被害を

こうむってから１度しゅんせつしているっていうのを私も見ております。それ以来まだや

っていないようで、五明谷川の谷底に柳の木が大きく茂り出しております。土砂も大分た

まっておりますので、また同じような台風が来ればちょっと危険かなというような状態で

ございます。副市長も県のほうから来ていただいておりますので話は速いかと思います

が、ひとつ精いっぱい努力していただきたいと思います。 

 県道船戸切幡上板線のバイパス工事なんでございますが、これも１７年ほど中断したま

までございます。今度、庁舎が切幡寺の西のほうにできますので、岩津から行くとなる

と、このバイパスが完成しておれば、このバイパスを通って市道中央東西線、それから大

規模農道を利用して、市の本庁舎へ行くのも近道になるような道でございます。また、観

光地の土柱に対しても、今県道から大型の観光バスが入れるところっていうのはなかなか

ございません。このバイパス工事が完成すれば、大型の観光バスも土柱のほうへ県道から

入れるんではないかなという非常に期待をされている工事でございますが、何さま地元の

人たちも、１７年中断しておりますと、もうできんのかなというようなことも出ておりま

す。県道のバイパス工事、市内でいろいろやっておりますが、やはり次の段取りというの
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も必要でないかと思います。ひとつ副市長、せっかく阿波市においでておられますので、

その点前向きな取り組みをお願いしたいと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（木村松雄君） 黒石副市長。 

○副市長（黒石康夫君） 吉田稔議員の再問にお答えいたしたいと思います。 

 五明谷川の排水機場の能力向上についてのご質問でございますけれども、今部長のほう

からご答弁をさせていただきましたように、当排水機場は農業用のかんがい排水施設とし

て整備されたために、国土交通省で整備されています住宅への浸水被害軽減のための排水

機場とは設置の目的が大きく違っているというところがございます。被害軽減には、既存

の排水機場の能力向上が最も効果があると思われますが、現在市でできる取り組みといた

しまして、阿波町の西林地区の排水対策を計画をいたしております。当地区は、岩津橋の

上流に位置しており、平野部が最も狭い地域であるため、台風や豪雨時になると、北側の

阿讃山脈から急激に雨水が流れ込み、本市では樋門が最初に閉鎖される箇所となっており

ます。当樋門への流入する姥ヶ谷川は、流域面積は少なく、小規模な排水ポンプ施設で対

応が可能なため、国の予算を活用し整備を行っていきたいと思っております。あわせて、

南整理地区の村の池を調整池の機能を持たすための整備を行っていきたいと考えておりま

す。このことによりまして、五明谷への流入量も減少し、直接的ではないんですけども、

間接的には被害の軽減が若干図られるのではないかと考えられております。 

 今後、排水機場の増設につきましては、県など関係機関に対しまして地元関係者の皆さ

んのご協力を得ながら、整備実現に向けて積極的に取り組んでまいりたいというふうに考

えております。 

 次に、県道船戸切幡上板線の岩津から馬場地区を結ぶバイパス工事の整備ということで

ございますけれども、特にこの区間の県道は幅員が狭く、対向も困難で、安全な通行に支

障を来している、今議員お話しのとおりだと思っております。しかし、バイパス事業につ

いて休止されて１７年という時間が経過しているということ、県の事業として再度取り組

んでいただくためには、関係する地域の合意形成、あるいは熱意というものも重要ではな

かろうかと考えております。今後関係者の皆さんのご意見等をいただきながら、県とも調

整を行ってまいりたいと考えております。議員におかれましても、ご協力を賜りますよう

よろしくお願いを申し上げます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（木村松雄君） 吉田稔君。 
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○７番（吉田 稔君） 今副市長が言われましたが、地元の熱意が大事だということで、

休止期間が余りにも長いので、地元の熱意、それを特に期待するというかというような話

でございました。阿波町の自治会長会でひとつ市長もその辺の説明などをしていただきた

いと思います。それでは、この項を置きたいと思います。 

 ３番目でございます。市道についてということで、２つ質問用意いたしております。 

 まず、１番目、市道中央東西線の自歩道整備工事の完成予定はいつごろかということで

ございます。 

 久勝地区から年々西へ向かって自歩道も整備されてきておりますが、予算の都合もある

のか、用地交渉の問題も大きいかと思いますが、なかなか林地区まで伸びてこない。その

間、高校生が帰宅途中で車にはねられて亡くなったというような不幸なこともございまし

た。自歩道が早くできておれば、こういった不幸な事故も防げたのでないかなと思ってお

ります。一日も早く自歩道の完成をしていただきたい。目標、完成年次が設定できるもの

なら設定して、努力していただきたいと思います。 

 ２番目、大規模農道の路肩やのり面の雑草や雑木がところどころ見られます。維持管理

はどのようにされているのかということでございます。 

 非常に距離の長い大規模農道でございますが、ひとつ事故のないような維持管理をして

いただきたいと思います。そういうことで、２点質問をいたします。 

○議長（木村松雄君） 友行建設部長。 

○建設部長（友行義博君） 吉田議員の一般質問３点目の市道について、市道中央東西線

の自歩道整備工事の完成予定はいつごろかの質問にお答えいたします。 

 市道中央東西線におきましては、阿波町の幹線道路でありまして、通行量が多く、中学

生、高校生の自転車による通学や小学生の徒歩通学、一般歩行者の交通安全防止と交通安

全を守るため平成６年度より、国庫補助事業であります社会資本整備総合交付金事業の採

択を受けまして、自歩道の整備を行っているところでございます。 

 自歩道の幅員につきましては、道路構造令によりまして３メートル以上と定められてお

ります。阿波市におきましては、縁石ブロックを含み３．５メーターで整備しておりま

す。現在、久勝地区と伊沢地区において事業に取り組んでおります。久勝地区におきまし

ては、平成２６年３月末現在で、全長３，３２０メートルのうち３，０００メーターが整

備され、約９０％の事業が完了しているところでございます。平成２６年度におきまして

は、森沢及び勝命北地区で約１００メーターの工事を予定しております。また、平成２７
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年度におきましては、用地取得が完了しておりますＪＡ阿波町久勝支所周辺の工事を計画

しておるところでございます。この工事が完成いたしますと、久勝地区の事業完了が近い

と考えられます。伊沢地区におきましては、平成２６年３月末時点で全長１，０９５メー

ターのうち４３２メーターが整備され、約４０％の事業が完了しております。本年度は、

昨年度に整備を行った箇所に引き続き、綱懸及び北原地区で約２１０メートルの工事を予

定しており、来年度以降も早期完成を目指し、引き続き事業を進めてまいります。 

 未整備区間につきましては、物件移転が必要な用地並びに相続関係等で用地取得が困難

な場所もありますが、今後地権者宅を訪問して、用地のご協力をお願いし、未整備区間の

解消を図っていきたいと考えております。 

 なお、林地区延長約２キロになりますが、これにつきましては、現区間の進捗状況を考

慮しながら事業に取り組んでまいりたいと考えております。 

 続きまして、質問２項目めの大規模農道の路肩やのり面の雑草が、ところにより目立つ

が、維持管理はどのようにされているのかについてお答えいたします。 

 大規模農道につきましては、土成町で１路線、市場町で２路線、阿波町で１路線の計４

路線から成っております。阿讃山脈を通る総延長約１６．５キロの主要路線ともなってお

ります。維持管理につきましては、道路の周辺環境や形状、地域性によりまして、さまざ

まな方法で路肩やのり面の草刈り、道路側溝のしゅんせつを行うなど、維持管理を行って

おるところでございます。 

 管理方法といたしましては、路線延長も長く、限られた予算でありますが、年間を通じ

まして、建設課直営による管理、また年１回の業者への作業委託、シルバー人材センター

の活用、地域住民の方々のご協力も得ながら行っておるところでございます。 

 また、一部ではありますが、擁壁の改良工事に伴いまして、防草シートなどを施工して

いるところもございます。今後も、効果的、有効的な方法で、周辺環境に即した市道の安

全対策、維持管理に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（木村松雄君） 吉田稔君。 

○７番（吉田 稔君） 今部長に答弁いただきました。国の予算を伴うものであって、完

成予定はなかなかちょっと言えないというようなお話でございますが、自歩道整備工事に

は、合併特例債を使っているということを聞いております。合併特例債が使えるうちに完

了すればコストも安くできるんでないかなと思いますが、そのような考えはございません
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でしょうか、ちょっと部長にお聞きしたいんですが。 

 あと、大規模農道の管理なんでございますが、誰が見ても危険だな、事故が起こりそう

だなというところはひとつ優先的に草刈りや雑木の伐採をやっていただきたいと思いま

す。１点だけ、ちょっとお聞きして終わりたいと思います。 

○議長（木村松雄君） 友行建設部長。 

○建設部長（友行義博君） 吉田議員の再問であります自歩道整備に合併特例債等を補填

してはどうかというご質問でございますが、現在自歩道整備におきましては、社会資本整

備総合交付金事業という事業の採択を受けて、行っておるところでございます。この補助

につきましては、国費が６割でございます。その補助残につきましては、議員ご質問のよ

うに合併特例債等を補填、充当しておるとこでございます。 

 なお、自歩道整備には、かなり周辺の補償物件等もございまして、事業費がかさむ要因

ともなっておりますが、今後合併特例債の期限内に少しでも完成へ向けて進めてまいりた

いというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（木村松雄君） 吉田稔君。 

○７番（吉田 稔君） ありがとうございます。できる限り早く完成するように努力して

いただきたいと思います。 

 それでは次に、教育について質問させていただきます。 

 阿波市が県下で一番英語学習が進んでいるということは自他ともに認めるところでござ

います。その点で、二、三、質問をさせていただきます。 

 英語教育について、国のモデル地区に選定されているが、どのようなものか。 

 ２つ目、中学生の短期留学、これ夏休みなどを利用してのことでございますが、あるい

は外国人との交換留学制度はできないか。せっかく英語学習について県下で一番進んでい

るのでございますので、実際中学生、生徒同士が海外の外国人の方と話をできる、習った

英語を実践で使えれば、さらに学習意欲が湧くんでないかな。あるいは、社会観とか人生

観まで変わってくるんでないか。非常にできればこういう経験をさせてあげたいなと思う

ところから質問をさせていただきました。 

 それから、３つ目は、外国語指導助手、通称ＡＬＴと呼ばれていますが、今各中学校に

１人、すなわち阿波市では４人を採用しておりますが、増員ができないか。というのは、

小学校のちょっとＰＴＡの役員をしておったときでございますが、小学校にはＡＬＴを中
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学校から派遣してもらっていますが、どうしても中学校を中心にＡＬＴが動いております

ので、小学校のほうには思うように派遣回数がされないというようなことを聞いたことが

ございますので、英語学習について県下のトップを切っている阿波市であれば、ＡＬＴの

増員をして、小学校にももっと触れ合う機会を増すようなことができないかということで

質問をさせていただきました。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（木村松雄君） 板東教育長。 

○教育長（坂東英司君） 吉田議員の一般質問、英語学習について、まずその１点目、英

語教育について国のモデル地区に選定されているが、どのようなものかについてお答えい

たします。 

 文部科学省は、初等、中等段階から、グローバル化に対応した教育環境づくりを進める

ために、新たな英語教育のあり方を提示し、小学校の外国語活動の開始時期を中学年に前

倒ししたり、高学年においても教科型の授業時間をふやしたりするなど、新たな英語教育

が本格展開できるよう研究開発するための英語教育強化地域拠点事業を立ち上げておりま

す。この事業は、全国の教育委員会などからモデル校区を公募するという事業ですが、阿

波市では、他市に先駆けて、平成１８年度から小・中学校へ英語講師を配置し、英語活

動、英語教育に力を入れてきたこと、特に市内の小学校においては、１年生から６年生ま

で週１時間英語活動を実施してきたこと、さらには中高連携の取り組みなどが評価され、

阿波中学校区が地域指定に選ばれたと思われます。全国では１８県、徳島県では本市だけ

の指定でございます。 

 本事業の目的は、小学校では読むことや書くことを含めた初歩的な英語の運用能力を養

うこと、中学校では身近な話題についての理解や簡単な情報交換、表現ができる能力を養

うことが目的となっております。本事業を通して、これまでの阿波市における英語活動の

取り組みを検証するとともに、さらに小・中・高等学校への滑らかな英語教育の学びや実

践的なコミュニケーション能力を広く身につける指導内容や指導方法のあり方を研究、実

践することによって、国際社会で活躍できる子どもたちを育成してまいりたいと考えてい

ます。 

 ２番目の中学生の短期留学あるいは外国人との交換留学制度につきましてお答えいたし

ます。 

 中学生の短期留学についてですが、民間企業があっせんし、中学生や高校生向けの海外
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での語学学習の研修として、現地の一般家庭にホームステイをしたり、学生寮に滞在しな

がら語学学校等で英語を学んだりするというスタイルが一般的であると思われます。県内

の一部の市町村においては、長期の休み中を利用して短期間生徒を外国へ派遣するという

事業があるということですが、これらの事業のほとんどは、募集し、選考する事業であり

まして、一部の生徒を派遣したり受け入れたりする事業であります。 

 阿波市におきましては、今年度文部科学省の委託事業である英語教育強化地域拠点事業

を受けることにより、グローバル化に対応した教育環境づくりや小・中学校の一貫した学

習到達目標を設定する英語教育のあり方を研究、開発することを通して、英語によりコミ

ュニケーション能力を確実に養う取り組みを行っているところでありますので、今後にお

いても全ての児童・生徒を対象にした英語活動、英語教育の充実を図ってまいりたいと考

えております。このようなことから、提案されております中学生の短期留学や交換留学の

制度につきましては、今後他の市町村、また他県における事業の成果や課題等の情報収集

に努めるとともに、効果的な事業のあり方を研究してまいりたいと考えております。 

 ３つ目の外国語指導助手、ＡＬＴでございますが、増員はできないのかということにつ

いてお答えいたします。 

 国際理解教育の推進及び英語教育の改善、充実を図るために、外国語指導助手が配置さ

れておりますけれども、阿波市においては、この外国語指導助手を４名採用し、市内全て

の小・中学校に事業を展開しております。このＡＬＴ事業の成果としましては、直接児

童・生徒が外国人に話すことで、英語を話すことに抵抗感がなくなったり、異文化に対す

る興味、関心が高まったりするという成果が上げられております。まさに、本物の英語を

聞いたり、触れたりすることは、教育の中においては大切な取り組みの一つであると捉え

ております。また、阿波市では、先ほども申しましたが、他市に先駆けて、平成１８年度

より小学校１年生から英語活動を実施しておりまして、そのため外国語指導助手のほかに

市単独で英語講師６名を配置し、学級担任と英語講師が２人で英語活動の授業を行い、児

童・生徒のコミュニケーション能力を高める教育を行っております。このようなことか

ら、全ての小・中学校に外国語指導助手や英語講師を配置しており、現在の指導体制を維

持しながら、英語活動、英語教育の充実を図ってまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（木村松雄君） 吉田稔君。 

○７番（吉田 稔君） せっかくここまで阿波市の児童・生徒が英語を習っている。でき
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れば、外国へ短期でも、夏休みに１週間でも１０日でも派遣、何人かでもさせてあげれ

ば、すごい経験になるんでないかなと。その経験をまた阿波市の仲間の児童・生徒にも伝

えることができるんでないかなと思うんでございますが、県下でも何カ所か市単位で補助

を出してやっているところもあるそうでございます。そういった情報があれば、この際言

っていただきまして、阿波市も参考にしていただきたいと思うのでございますが、そうい

う準備があれば、教育長、お願いします。 

○議長（木村松雄君） 板東教育長。 

○教育長（坂東英司君） 再問にお答えいたします。 

 他の市町村での取り組みということで、例といたしましては、松茂町が中学生２０名、

オーストラリア方面へ夏休み中１０日間、これは個人負担が１０万円程度と聞いておりま

す。それから、北島町、これがカナダのほうへ中学生を派遣しておるようでございます

が、やはり個人負担、ちょっと金額は申しわけございませんがわかりませんが、そういう

ことにしております。 

 私のほうといたしましては、留学制度につきましては、今のところ一部の中学生を対象

にした語学留学制度を取り入れるということよりも全体の子どもたちの力の底上げを図っ

てまいりたい、こういうふうに考えております。今後におきましては、積極的に国や県の

事業を活用することも視野に入れながら、阿波市の子どもたちが将来国際的に活躍できる

英語活動、英語教育の実践となるよう、学校、教員、英語講師に対する支援を整えてまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木村松雄君） 吉田稔君。 

○７番（吉田 稔君） ありがとうございます。 

 教育長に調べてもらったところ、海外短期派遣については、文科省の補助事業はないと

いうことを聞いております。これは、全国で１４カ所ですか、モデル事業に英語教育のほ

うでされてございますので、問題提起とかということもできるかと思います。文科省のほ

うへ、実際に子どもたちの交流ができるような政策提言などもしていただければ、実験事

業の成果も出るんじゃないかと思います。その点よろしくお願いしたいと思います。 

 また、ＡＬＴについては、その足らない部分を民間人の英語の堪能な方を市単独で雇う

てカバーしているということで、私も小学校でちょっと授業を見させてもらいました。か

なり優秀な、外国人に負けないぐらいの語学力のある方が授業をされているのを見て、安
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心しております。ひとつ他市をリードするぐらいの英語教育をこれからも行っていただき

たいと思います。この件につきましては、以上でございます。 

 あと、教育長に対してもう一つございます。不登校やひきこもりについてということで

ございます。 

 １つ目、小・中学生の不登校やひきこもりの現状と、それに対する取り組みはどのよう

になされているのか。また、２つ目、義務教育修了後の家族や本人への支援措置はどのよ

うにされているのか。あるいは、義務教育を終わるので、そのような措置はされていない

のか、お聞きしたいと思います。 

○議長（木村松雄君） 板東教育長。 

○教育長（坂東英司君） 吉田議員の一般質問、不登校やひきこもりについて、小・中学

校の不登校やひきこもりの現状と取り組みということでお答えをいたします。 

 平成２５年度の阿波市内の小・中学校における不登校児童・生徒の状況でございます

が、昨年１年間で３０日以上欠席をした児童・生徒は、小学校１０校で１８名、中学校４

校で３８名という数字になっています。この中には、病気などが原因で欠席した児童・生

徒もいますが、その大半は不登校傾向のある児童・生徒でございます。１日も出席しない

という、いわゆるひきこもりはおりませんけれども、長期にわたって欠席している児童・

生徒もおります。 

 不登校の対応につきましては、阿波市内の各学校における大きな教育課題の一つである

と認識しており、関係者においてさまざまな努力がなされているところです。各学校にお

ける取り組みといたしましては、児童・生徒が不登校にならないような魅力ある学校、学

級づくりを目指し、児童・生徒が学ぶ意欲を持って主体的に学校に通うことができるよ

う、日々きめ細かい指導に努めること、また一人一人の個性が異なることを常に意識し、

児童・生徒の側に立った配慮を行うなど、教職員みずからがこれらのことを基本的な姿勢

として心がけ、日々児童・生徒とかかわり、指導しているところです。しかしながら、不

登校の傾向が見られた場合におきましては、家族の協力も得ながら、本人の話を丁寧に聞

き、担任を初め、学年団や学校、さらには関係機関とも相談しながら、早期に対応するよ

うにしております。また、学校に来ることができても教室に入れない生徒に対しては、個

別に別室で指導している学校もあります。そのほかにも、各中学校区には専門的な知識や

経験を有するスクールカウンセラーが配置されており、児童・生徒や保護者が相談できる

体制も整えています。 
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 阿波市においては、心理的、情緒的理由などにより登校できない状況の子どもたちに、

家と学校との中間的な場所として適応指導教室、いわゆる阿波っ子スクール、土成町のト

レーニングセンター内にございますが、それを開設しています。この適応指導教室では、

子どもたちの学校復帰を目標とし、不安や悩みを抱える子どもたちと指導員の信頼関係を

つくりながら、独自のカリキュラムのもと、心の安らぎを感じる居場所を提供するさまざ

まな活動を行っております。具体的には、基礎学力の補充はもとより、花や野菜を栽培す

る体験活動、ボランティア活動、スポーツ活動、野外活動を行ったり、また指導員やカウ

ンセラーによる相談活動も行ったりして、悩みや不安の軽減を図っております。また、市

内の小・中学校の教職員や関係機関の方々による不登校問題に関する対策運営協議会を年

２回開催し、その中で不登校生徒に対する支援のあり方や早期発見、早期対応できる関係

機関との連携体制の確認を行い、不登校問題の解決に努めているところでございます。 

 ２点目の義務教育修了後の家族への支援措置はどのようにされているかについてお答え

いたします。 

 吉野中央公民館内には、公益社団法人徳島県労働者福祉協議会による、あわ地域若者サ

ポートステーションが設置されており、社会と余り接点のない人や働くことに踏み出せな

い人などを対象に、進路相談、就労支援が行われております。また、阿波市には、阿波市

青少年育成センターが設置されており、青少年問題を取り扱う関係機関及び関係団体との

協力のもと、心身ともに健全な青少年を育成するためのさまざまな取り組みが行われてお

ります。この青少年育成センターは、これまで各小・中学校と連携しながら活動しておる

こともありまして、中学校卒業後も子どもたちの来所があり、進路指導や就労支援などの

相談窓口としての役割も果たしております。現在、このあわ地域若者サポートステーショ

ンと青少年育成センターとが連携しながら、主に市内の義務教育修了した方々への支援、

家族への支援を行っているところでございます。青少年育成センターでの平成２５年度の

進路、学業、身の上相談の件数は約９０件、あわ地域若者サポートステーションの相談件

数は１２６名となっております。また、このほかにも阿波市適応指導教室において義務教

育を終えた生徒に対して、阿波っ子ハイスクールという呼び名で個別にカウンセリングを

行うとともに、進路や就職などの相談にも応じております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（木村松雄君） 吉田稔君。 

○７番（吉田 稔君） 不登校、ひきこもりの対策っていうんは、ケース・バイ・ケース
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でなかなか難しいところもあろうかと思います。ひとつ子どもやそこの家族に寄り添うよ

うな気持ちで相談に乗ってあげてほしいと思います。 

 また、義務教育修了後、親御さんの心配っていうのは、これで社会に出てもらえるかど

うかと、非常に一番大きな心配をしております。教育長の話では、次の支援センターとい

うか、いろいろ相談機関があるので、連携して捉えていってるという話でございます。ひ

とつ親身になって相談に乗ってあげてほしいと思います。 

 以上でございます。 

 最後になりましたが、市制１０周年記念行事についてということで、市もいろいろ行事

を考えているようでございますが、私としましては、ひとつ全国に発信できるような行事

を考えてはどうかということで、経費も要らん、しかも全国に発信できる事業としては、

ＮＨＫの全国のど自慢大会というのを催してもらったらどうかということで提案しまし

た。これ全国から非常に誘致合戦が強いらしくて、かなり前から希望を出していないとな

かなか当たらないそうでございますが、１０周年がだめなら、１１年目でも１２年目でも

いいから誘致をして、ひとつ阿波市民の一体感の醸成に役立ててはどうかなと思うんでご

ざいますが、いかがでございましょうか。副市長、どうでしょうか。 

○議長（木村松雄君） 黒石副市長。 

○副市長（黒石康夫君） 吉田稔議員の一般質問にお答えしたいと思います。 

 ＮＨＫの全国のど自慢大会、これを催してはどうかというご質問でございますけれど

も、これまで阿波市では、阿波市のまず誕生記念としまして、ニューヨークシンフォニッ

クアンサンブル特別演奏会、そしてＮＨＫの全国のど自慢、東京交響楽団と地域住民の交

流事業などの演奏会を開催し、また合併５周年の記念として、夏期巡回ラジオ体操・みん

なの体操会の公開放送を実施いたしております。 

 現時点で、市制施行１０周年記念事業として既に決定をしている、ＮＨＫとの話ができ

ておりますのは、平成２７年２月にＮＨＫのラジオ放送上方演芸会というのがございます

けれども、この漫才、漫談などの芸人４人による公開番組、これが決定しているところで

ございます。 

 議員ご指摘の市制施行１０周年記念事業として全国のど自慢の実施ということでありま

すけれども、これについてやれないかということで問い合わせをいたしましたところ、実

は平成２７年度は徳島県での開催予定はないということで、県での開催予定がないという

計画ということでございますので、その他のＮＨＫテレビ、ラジオの公開放送番組の中か
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ら開催可能な番組を申請しまして、この１０周年記念事業としましては、市民の方の記憶

に残る事業となるように計画したいと考えております。 

 また、それ以外でもということでございますけれども、これにつきましては、記念事業

というのが誘致が非常にしやすいというのがございます、全国では誘致合戦が非常に。そ

れについては、その可能性も探っていきたいというふうに考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（木村松雄君） 吉田稔君。 

○７番（吉田 稔君） ありがとうございます。 

 ひとつ阿波市民の記憶に残るような記念行事をやっていただきたいと思います。 

 それでは、以上をもちまして私の一般質問を終わらせていただきます。どうもありがと

うございました。 

○議長（木村松雄君） これで７番吉田稔君の一般質問が終了いたしました。 

 暫時休憩します。 

            午後２時０５分 休憩 

            午後２時１５分 再開 

○議長（木村松雄君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 次に、１０番松永渉君の一般質問を許可いたします。 

 １０番松永渉君。 

 

○１０番（松永 渉君） １０番松永渉、議長の許可を得ましたので、一般質問を始めま

す。 

 今回の質問は、住民福祉の向上に向けて、家庭育児、家庭介護を拡充すべきとの考えの

もとに質問をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 現状では、保育所や介護事業所に対する公的支援に比べて、家族が家庭育児、家庭介護

してもほとんど公的支援がありません。この家庭育児、介護支援を拡充することによっ

て、おさな子が大切な人格形成期に少しでも長く親と一緒に過ごせるようになる、また高

齢者が住みなれた家で家族の介護を受けられる人がふえる。これらのことにより、親子の

きずな、薄れていく家族のきずな、地域のきずなを再生し、親が子の面倒を見る。高齢に

なり、子が親の面倒を見る。支え合う心を育て、若者が結婚し、子どもを産み育て、命を

つなぐことのできる阿波市のまちづくりができると私は考えています。 
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 それでは、質問に入ります。 

 ３歳児までの保育所と家庭育児での公的支援の比較及び介護制度と家庭介護の公的支援

の比較状況を教えてください。また、家庭育児、家庭介護の拡充に対する阿波市の見解も

求めます。さらには、家庭介護に介護報酬が認められていないのはなぜなのか、答弁を求

めます。 

○議長（木村松雄君） 川井健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川井 剛君） 松永議員のご質問であります家庭育児、介護支援の充実

についてに答弁いたします。 

 まず、家庭育児支援の拡充についてお答えします。 

 阿波市の子育て支援事業は、多面的に広がる保護者ニーズや子育て世帯の就労形態の多

様化など、子どもたちを取り巻く環境が社会全体の潮流により大きく変化している中、子

育てするなら阿波市と提唱し、さまざまな子育て支援事業を展開しております。阿波市の

家庭育児支援につきましては、乳児家庭全戸訪問事業や養育支援訪問事業など、乳幼児が

いる家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育に関する指導、助言などを行い、

家庭における養育環境が適切かどうかを把握する事業をしております。 

 また、現在市内に２カ所設置している子育て支援拠点事業としまして、子育て支援セン

ター事業がございます。この子育て支援センター事業は、在宅で子育てをしている子育て

家庭の親子をおおむね３歳児未満の児童とその保護者に対し支援する事業で、利用料は無

料で、保護者の利用負担はありません。子育て支援センターには、専任の保育士を配置

し、年間行事を計画、実施し、来館する親子に対して保育支援を行っています。また、子

育ての悩みの相談にも応じています。この事業に対する市の事業費は、決算額を開所日数

で割り出しますと、２カ所で日額約９万円と計算されます。また、先ほども言いましたよ

うに、保育所については、入所する児童１人当たりの月単価は８万４，０００円ほどであ

ります。 

 議員ご提案の家庭で育児をしている家庭に経済的支援ができないかということでありま

すが、保育所については、就労、家族の状況等で家庭において保育できない乳幼児をお預

かりしています。保護者からは、所得により算定した保育料を徴収し、応分の負担をいた

だいております。子育て中のご家庭は、各世帯の家族構成や就労の状況、また経済的状況

等をそれぞれ環境や子育てニーズの相違があり、家庭の育児支援につきましては、財源的

な面からも現状では難しいと考えています。 
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 ご家庭で子育てを頑張っている保護者の方は、またそのお子さんには、先ほども申し上

げました子育て支援センターをご利用いただき、なお一層親子のきずなを深め、また子育

て世代の地域の交流の場としてご活用いただきたいと思っております。 

 今後、阿波市の子育て支援事業につきましては、一昨年来よりご説明させていただいて

おります子ども・子育て関連３法に基づく新たな事業計画を策定中でございます。合併後

１０年目を迎えようとしている阿波市の切れ目のない子育て支援の構築は、現在子育て支

援を継承しつつ、子どもの視点に立ったまちづくりを論点に事業の展開を図りたいと考え

ております。 

 続きまして、介護支援の拡充についてお答えします。 

 先ほど議員も言いましたように、家庭で介護をされている方に対しての支援策について

は、当初介護保険制度創出に当たり、政府の老人保健福祉審議会において論議され、現金

給付の是非も検討されましたが、介護保険の制度上は組み入れられませんでした。現在、

阿波市の６５歳以上の第１号被保険者は１万２，２４０人です。また、介護認定を受けて

いる方は２，６２３人で、内訳としまして、要支援１が２１７人、要支援２、３９２人、

要介護１、３７５人、要介護２、５９４人、要介護３、３５７人、要介護４、３６５人、

要介護５、３２３人となっております。 

 給付状況ですが、平成２６年２月分の介護サービス利用者全員の給付については、居宅

サービス利用者が１，４９８人で１億２，９７５万４，９６３円、１人当たり８万６，６

００円となっております。地域密着型サービス利用者が２０５人で、４，２８９万２，９

０２円となっております。１人当たり２０万９，０００円程度となっております。施設サ

ービス利用者が４６６人で１億１，１６２万４００円となっております。１人当たり２３

万９，０００円となっております。 

 介護保険のサービスには、利用できる額や日数に上限がありますが、自宅において介護

サービス、また入所してのサービスを受けながら生活をされています。介護保険制度の基

本的な考え方は、高齢者の自立を支援し、その多様な生活を支えるため介護サービスを社

会的に提供することであり、その観点から見て、現物給付が基本となっております。現金

給付を行う場合は、阿波市単独の給付となるため費用増大につながり、財政的な面からも

困難な状況です。したがって、当面介護度に応じて訪問介護や訪問看護、通所介護サービ

スや福祉用具の貸与、住宅改修、介護用品支給事業などの現物サービスと今後に向けて介

護保険以外の高額者支援事業等のサービスの拡充に努めてまいりたいと考えていますの
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で、ご理解いただきたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（木村松雄君） 松永渉君。 

○１０番（松永 渉君） ご答弁をいただきました。 

 阿波市の場合、子育てするなら阿波市ということで、一応総合的にトップレベルの支援

策を持っていってます。ただ、さっきも稲岡さんが言うように、検証してみると、阿波市

はトップクラスの子育て支援を打ちながら、合計出生率は県の平均より低い。問題は、要

するに、成果にどうつなげていくかというとこも少しは考えてほしいと思います。 

 それから、子育て３法で、たしか今計画を組んでますが、その中で家庭育児支援ってい

う部分も検討していただきたいと思いますので、これは要望しておきます。 

 それでさっき、僕やもそうなんですけど、じゃあどっちにお金を余計使ってるかってい

う話のときに、さっき８万４，０００円日にっていう話出ました。これは、１人当たりや

ね、保育所の、さっき言うた８万４，０００円って、そうやね。そんで、９万円支援セン

ターに使ってるっていうのは、１人当たりじゃなくて、１日当たりやね。だから、自分が

どうしたいかっていうんで数字をいろいろあらわすんですけど、僕は僕のええような数字

を使わせてもらえば、この総額っていうのは、多分年間で保育所のほう５億円、４歳児以

上を抜いたら、ほんまは７億円か８億円なんですけど、５億円ぐらいやと思うんです。逆

に、子育て支援センターに使われている家庭育児支援のほうに使われているのは２，５０

０万円ぐらいやと思います。だから、２０倍ぐらい違うんですよ。ところが、じゃあ対象

者はどれだけおるかって言うと、阿波市の場合、３歳以下の子って結構家庭育児多いん

で、半分なんですね。対象者は同じだけど２，５００万円と５億円の話、２０倍の話で

す。それぐらい差があるっていうことは、ひとつ認識しておいてほしいなと思います。 

 再問に移りたいと思います。 

 この家庭育児、介護支援を拡充するには、さっきも言いよった財源の問題とかいろいろ

ありますので、国や県へ要望することは多いと思います。 

 そこで、副市長にお伺いします。 

 家庭育児、介護支援を拡充するとすれば、どんな課題や問題があるのか、教えてくださ

い。また、保育所での子育て支援は、私は絶対保育所っていうんは必要だと思ってます。

ただ、今心配していることがあります。保育所での子育て支援は、最初は昔は３歳から保

育所へ行ってたんですね。ところが、現在は２歳、１歳、０歳まで拡充されました、保育



- 154 - 

所へ。この結果、何が起こったかって言うと、幼児のゼロ歳の子どもたち、おさな子まで

が親から引き離されよる。大切な人格形成の時期のゼロ歳から引き離される。でも、これ

は僕の目線である。多分、皆さんの目線じゃったら、ゼロ歳から面倒見たげてるんだよっ

ていう目線です。子どもの目線はどうなのかって言うと、そら赤ちゃんは、連れていった

らわかります。１週間から１カ月泣いて、帰ってくるときの顔を見ればわかります。捨て

られたという感覚です、子どもたち。それは、２０年後の親の世代に影響していくと。ま

た、この３歳から、要するに、拡充されたんじゃから、３歳から保育に欠いた、就労のた

めに保育ができない親を昔はしてた。ところが、２歳、１歳、ゼロ歳のそういう保育に欠

く人がふえてきます。第一義的責任、第一責任を果たせない、この支援を広げりゃあ広げ

るほど、第一義的責任を果たせない親が増加します。この見方っていうのはいろいろある

んで、僕は違うほうの方向から見よんで、こういう結果になるんですけど、多分私が言よ

うる心配事は、保育所が今子育て支援ではなくて、就労支援になってんですよ。子どもの

目線の支援じゃなくて、親が働くために就労支援になってる。子育てより仕事が優先さ

れ、人格形成期のおさな子が親から引き離され、保育に欠く、子育てに責任を持てない親

をたくさんつくり出したことがあります。こんな状況ですね、今人口減少問題とかいろい

ろ言われてますけど、阿波市としては、少子化対策や人口減少対策進めていくことができ

るのか、副市長の考えをお聞かせください。 

 さてもう一点、具体的な施策の質問になりますが、現在、さっき言われたように、家庭

育児支援の中心は子育て支援センターであります。ここでは、子育ての親子の憩いの場、

子育て相談、さっきも言われました子育て情報、子育て親のストレス解消など、子育て親

子の触れ合い、仲間づくりの場所となり、家庭育児支援の中心として大きく貢献してま

す。現在、この子育て支援センターは、市場と土成町にあります。また、吉野町も今年度

中には一条幼保連携施設が建設中でありますので、これができると、支援センターも近い

将来できることになります。この支援センターを阿波町にも開設すべきではないのでしょ

うか。阿波町は、人口が一番多い。４町の行政サービスのバランスや……。支援センター

へ来る人って毎日来るんですよ、来る人。ゼロ歳児の移動って、やっぱりいろんな不都合

あるけえ、やっぱり近くにあるっちゅうことも必要なんです。そういうことを勘案して、

阿波町にも早期に支援センターを開設するべきと考えますが、答弁を求めます。 

○議長（木村松雄君） 川井健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川井 剛君） それでは、再問であります子育て支援センターを阿波町



- 155 - 

に設置してはどうかということについてお答えさせてもらいます。 

 現在、先ほども言いましたように、子育て支援センターの開設につきましては、市場子

育て支援センターと土成子育て支援センターの２カ所を開設しております。先ほども言い

ましたように、阿波町への設置につきましては、現在開設予定はございませんが、現在設

置しております２カ所のセンターの利用状況、また先ほど議員言われましたように、幼保

連携施設での設置の方向性、また地域バランスや子育てニーズを総合的に勘案しながら検

討してまいりたいと思いますので、よろしくご理解お願いします。 

○議長（木村松雄君） 黒石副市長。 

○副市長（黒石康夫君） 松永議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 家庭での育児を促進する上での課題と問題点、これをどう考えるかということでござい

ます。 

 先ほども松永議員のお話にもありましたように、今の制度は就労対策との関係であると

いうふうなことがございました。確かに、現在の社会の中で、家庭での育児問題、これを

考える場合は、大きくはやはり仕事との関係で大きく２つの考え方があるように思ってお

ります。１つは、仕事を持ちながら、幼少期には家庭で育児を行う。もう一つは、仕事を

持たずに、家庭にいて育児を行うという考えでございます。少し前のデータではございま

すけども、全家庭動向調査というのがございます。これは、国立社会保障・人口問題研究

所、これが平成２０年、５年置きに行っている調査なんですけども、その調査の中で、子

どもが３歳になるまでは母親が育児に専念すること、この考え方に賛成する人は、実は８

６％ございます。議員お話しありますように、やはり家庭での育児というのは大切である

という意識は強いということでございます。しかしながら、現実には経済的な理由、ある

いは女性の多様な生き方を実現していく、そういったことから、仕事をしながら子どもを

保育所等に預けて、仕事と育児の両立を図るという家庭がふえてきているということでご

ざいます。こうした、仕事を持ちながら、幼少期には家庭での育児をする、こういうこと

になれば、育児休業制度、これは例えば議員お話のように３歳まで、あるいはそれ以上に

拡大していくと。あるいは、短時間の勤務であるとか、長時間労働の制限など、そういっ

た制度整備など、仕事と家庭での育児が両立できる社会制度、これを整備していくことが

必要ではないかというふうに考えております。また、この場合に、休業期間中の給料をど

の程度保証するのかであるとか、企業がその負担が可能であるかとか、あと何年も休んだ

後に職場復帰する場合にスムーズにできるのか、そういった多くの課題があるかと思いま
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す。また一方で、女性の就労については、今の政府も言ってますけど、日本経済の成長を

維持するための労働力の確保という観点から、実はこれ促進されているということがござ

います。今回の新成長戦略の素案の中にも、女性の就労を後押しするということで施策が

実施されてると、そういう内容になるというふうな予定と聞いております。また、育児休

業を取得して家庭での育児をする場合にも、そのサポート体制、これは重要になってくる

ということで、特にやはり地域社会との関係が、ふだん勤めてる方は十分ではなくて、孤

立しがちというのもありますでしょうから、そういった相談体制であるとか、情報の提供

とか、こういったことも重要であろうかと思っております。 

 一方、仕事を持たずに家庭で自分で育児する方への支援、これについては、今申し上げ

ました情報の提供とか相談窓口の設置、こういったサポート体制の整備とともに、議員お

話しの家庭での育児の手当ですね、そういった考え方もあろうかと思います。この場合に

は、家庭の中で自分で育児をすると、このことに対して公費を出すべきかどうか、これに

ついてはいろんな価値観があろうかと思います。基本的に、やはり家庭でできることって

いいますか、公的な支援の基本は、家庭なり自分でできることはそれぞれがやっていただ

いて、どうしてもできないことに対して公的支援を行うと、そういう考え方が基本ではな

かろうかとは思っております。 

 そして、その多額の財源の問題なんですけども、この財源をどうするのか。そういった

大きな課題がございまして、これにおいてはやはり国民的な議論、国における議論を十分

に行うべきであると思っております。なかなか阿波市が単独でこれを実施するということ

は、現時点では難しいというふうに考えております。 

 ２点目の再問で、ゼロから３歳児までの家庭育児、これは家族関係、人間関係、親子関

係ですね、基本になる、これを形成する上で非常に重要である。しかし、保育に欠く親で

すかね、これが増加していて、これでは人口増加対策、少子化対策、進まないんではない

かなというふうなことでございます。 

 確かに、３歳までの家庭での育児につきましては、幼少期の家庭での育児を強調すると

いう、非常にそういった意見が多くございます。現在の経済的理由から、あるいは女性の

多様な生き方を選択するということから、仕事と育児の両立を図るという考え方の中で、

３歳までの家庭での育児を進めようとすれば、先ほど申し上げました育児休業制度を拡張

していくといった考え方になるのかと思っております。既に取り入れてる先進的な企業で

は、既に３歳まで取り入れている企業もございますが、これを社会全体の制度として拡大



- 157 - 

化をしていく必要があろうかと思います。 

 地域での人口減少、少子化対策、これを進めていくためには、雇用の場や住宅環境の確

保など、さまざまな課題はありますけれども、こういった子育て環境というのも大変重要

な要素でございまして、仕事と子育ての両立、これを求める人も大変多くございます。経

済的な理由とか、多様な生き方の選択、そしてそのために仕事と子育ての両立を図る、こ

ういった方向性の中で、育児休業、保育制度の充実、さらには家庭で育てる場合のサポー

ト体制、こういった充実によりまして、子どもが心身ともに健やかに育つ、親子関係もし

っかり築く、人間関係も基礎もできる、そういったしっかりとした子育て環境を確保して

いくことが、人口等少子化対策につながるものと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（木村松雄君） 松永渉君。 

○１０番（松永 渉君） そうなんですね。多分、子育て、人口減少、少子化対策って言

うけど、常に仕事を選ぶんか、家事のほうを選ぶ、それとも子育て選ぶんかって話なんで

すよ、両立させるっていう部分もあるんですけど。ただね、僕が生まれてきた時代には、

阿波市は毎年１，０００人以上の子どもが生まれてたんです。現在、２００人ちょっとで

すわ。２割になってんですよ。じゃあ、経済成長はどうだったかって言うと、給料は５０

年前から１１倍にはね上がって、買える商品は５５倍になってる。じゃあ、今税金をどっ

ちへつぎ込むべきかっていう話になってくると思うんです。確かに、今子どもが生まれて

るんならええけど、それだけ差があって、やっぱりどないにか子どもを産んでもらうとい

うか、生まれる方向へ行くべきかなと思っています。 

 仕事と子育て、全く別の性格のもん。仕事っていうんは、常に効率とか機械化とかオー

ト化とか進みます。でも、結婚とか子育てっていうんは、効率化ないよね、逆に、時間と

手間とかけて、辛抱して。それをすることによって、その後ろ姿を見た子どもが、次２０

年後は親となっていく。これ仕事の効率化の高いやつで子育て支援を考えていったら、子

どもなんてだんだんとできなくなる。現に、どんどん保育所に預ける人がふえてきて、そ

れも２歳、１歳、ゼロ歳って離れていきよるんと一緒のことになる。やっぱり家族にきず

なっていう部分をつくるべく政策、稲岡さん言ってましたけど、昔やったら子どもを育て

るのも、お年寄りを見るんも、家族が見るんが当たり前や。ところが、今やっていきよる

支援を見たら、家で見るっちゅうことは、仕事をやめて見たり、時間も使うって、大きな

負担して、それで責任果たしよるんですよね、子どもが見るっていう。仕事に行くけんと
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言うて、国から多くの支援もらって、月８万円もらって、保育所に入れといて８万円もら

って仕事に行って、またもうけられる。介護だったら、介護によって２０万円ぐらいある

んだったら、施設に２０万円税金もろうて、公的支援もろうて、ほんで働きに行く。どっ

ちを選びますかって言うたら、みんなだんだんとそりゃあ仕事のほうを選んでいきます。

そういうことでは、どうしても子どもは、僕はふえていかないと思うんで。 

 それと、最初の子育て３法ですかね、法律の題が変わったんじゃけど、阿波市として

は、もう一つひねって、本当に家族のきずなができるように、もう一つ違う子育て支援と

いうもんを始める一つの題材として、僕としては、家庭育児、介護支援を検討したらどう

かなという思いがあります。 

 まとめさせていただきます。 

 本当の子育て支援や介護支援を行政サービスとして行うならば、まず子育て支援や介護

サービスを受ける本人のことを考えなければならない。幼児が親から離れることを希望し

ないし、また高齢者が住みなれた家から離れて介護施設に入りたいとは思わない人はたく

さんいます。幼児や高齢者が、家庭育児、介護支援を確認することによって、家庭育児、

介護ができるようになれば、親子のきずな、家族のきずなができ、３世代交流による地域

のきずなもできる。このことが、２０年後の親育てや地域力の向上にもつながる。また、

長期的に見れば、今厳しい財政状況にある福祉の中で、保育所や介護保険施設の経費削減

にもつながっていく。阿波市は、家庭介護支援の拡充を積極的に取り組むことを要望し

て、私の質問を終わります。 

○議長（木村松雄君） これで１０番松永渉君の一般質問が終了いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

            午後２時４３分 休憩 

            午後３時００分 再開 

            （６番 藤川豊治君 退出 午後３時００分） 

○議長（木村松雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、８番森本節弘君の一般質問を許可いたします。 

 ８番森本節弘君。 

 

○８番（森本節弘君） それでは、議長の許可をいただきましたので、議席番号８番、志

政クラブ森本節弘、平成２６年第２回阿波市議会定例会での一般質問を始めたいと思いま
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す。 

 話あれなんですけども、市長、どうでしたか手は、元気な市長が手折ってね、ちょっ

と。私のときにおっていただけるので、どれか質問また振りたいと思います。よろしくお

願いします。 

 去る３月３０日に施行されました阿波市議会議員一般選挙において当選させていただ

き、まことにありがとうございました。早いもので、初当選以来８年が過ぎ、３回目の議

員活動をさせていただくことになりました。新人議員として、新生阿波市とともに歩んで

きた８年を振り返ると同時に、これから４年の任期の間も阿波市発展のため、市民目線と

いうことで一生懸命頑張ってまいる所存でございますので、どうか理事者の方々にもよろ

しくお願い申し上げます。そういう意味を込めまして、今回の質問を行いたいと思いま

す。 

 今回の質問は一般目線ということで４点出させていただいとんですけども、今まで勇退

された議員の方々、諸先輩の方々、また同僚の議員の方々からも、今まで何回となく質問

に出た内容もあります。それと、これから１０年たって、阿波市も来年、再来年以降のい

ろんなまちづくりが、また後期のほうに計画に差しかかってまいりますので、こういう問

題、今から質問をお伺いする問題、検討中とか、善処しますとかということで一応先送り

というか、考え直すっていうことで結果が出てないもんがいろいろ出てきますので、そう

いう部分も含めましてご答弁よろしくお願い申し上げます。 

 第１問なんですけども、学校教育、子育て支援の充実ということで、第１問のこれ３点

ほど、これも今までに出てきている質問でございます。 

 １点目は、これは初めてなんですけども、小・中学校の土曜授業の実施についてなんで

すけど、２００２年に学校週２日制を導入されて以来１２年ぶりに他の自治体で土曜授業

の再開が始まっております。この点について、教育長、また教育部の学校土曜授業の実施

について見解をお伺いしたいのが１点でございます。 

 ２点目が、小・中学校の空調設備です。これ冷房っていうことになるんですけども、空

調設備も、普通教室の分として受け取っていただいて、今まで検討しますということで、

教育長からお伺いしとんですけども、これもう一度再度聞きたいと思っておりますので、

ご答弁よろしくお願いします。 

 第３点の乳幼児等医療費助成対象年齢拡大、これもうちの場合、小学校６年生まで、１

２歳までの医療費補助出ております。これを中学３年生、義務教育修了までということ
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で、以前にも同僚議員からの質問もありました。 

 この３点についてご答弁をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（木村松雄君） 板東教育長。 

○教育長（坂東英司君） 森本議員の一般質問、学校教育、子育て支援の充実について。

その１、小・中学校の土曜授業の実施についてについてお答えいたします。 

 国においては、平成２５年１１月に学校教育法施行規則を改正し、現在子どもたちに土

曜日における充実した学習機会を提供する方策の一つとして土曜授業を捉え、設置者の判

断により土曜授業を行うことが可能であるということになっております。そのような中、

県内では石井町内の小・中学校と板野町内の小学校で、６月上旬から月１回のペースで土

曜授業を開始するという新聞報道がありました。土曜授業を実施した後の調査では、土曜

授業に出席できなかった児童・生徒は、１０校約２，２００人中１０４名いたということ

も報道されていました。その大半は体調不良や家の都合が理由であり、また従来から指摘

されておりました部活動やスポーツクラブの試合と重なって出られなかったケースもある

ということでございました。 

 また、平成２５年度に実施した全国学力・学習状況調査によりますと、阿波市の子ども

たちの土曜日の午前中の過ごし方につきましては、習い事やスポーツ、地域の活動に参加

していると回答した児童が約２７％、学校の部活動に参加していると回答した生徒が約６

４％という状況になっておりまして、土曜授業の実施に向けての課題の一つとなっており

ます。 

 現在、市内の各学校においては、子どもたちや地域の実態や実情に応じたカリキュラム

を工夫するなど、授業時間数を確保しながら教育活動を実施しておりまして、今のところ

土曜授業を始める予定はありません。今後におきましては、既に実施しております学校な

どの取り組みの成果や課題を見きわめながら、導入につきましては慎重に考えてまいりた

いと思っております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（木村松雄君） 吉田教育次長。 

○教育次長（吉田一夫君） 森本議員の２点目、小・中学校の空調設備設置について、私

のほうからお答えをいたします。 

 現在、阿波市では、小・中学校において音楽室、図書室へのエアコンの設置を進めてお

ります。小学校への設置は終了し、今年度は全ての中学校への音楽室への設置を予定して
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おります。今後、特別支援教室においても設置を考えているところであります。 

 近年、子どもたちの体力低下や生活習慣病の増加が叫ばれており、阿波市内においても

例外ではございません。学校では、強い体、体力向上、精神力の強化を合い言葉に、暑さ

に負けない体づくりを推進しております。こういった中で、子どもたちみずからも暑さ対

策について工夫を取り入れることも学習の一つであると考えております。例えば、アサガ

オやゴーヤを南の窓に沿って植える、すだれを活用する、暑さを避けるために体育の授業

や外遊びのときは必ず帽子をかぶる、あるいは服装においては速乾性の素材を活用した

り、えりもとを緩めるなど、小まめに水分を補給する。また、暑さが急に暑くなるような

場合には、気象情報等を注意深く情報を入手する等、暑さに備えた体力づくりを進める必

要があると考えております。しかしながら、一方で、今の子どもたちの生活環境は大きく

変化し、各家庭でのエアコン利用が当たり前になった現在において、今までと同じ観点で

子どもの学習環境を考えるのは難しくなってきました。近隣の市町において小・中学校の

空調設備の設置が進んでいるということも聞いております。文部科学省の調査が３年に１

度実施をしておりますが、その結果を見てみますと、平成２２年１０月には、全体で１

６．５％の設置率でありましたが、本年の２６年４月には２９．４％と、約１２．９％推

進しているという結果が出ておりました。教育委員会といたしましては、今後関係各位の

ご意見を十分に拝聴し、子どもの実態や環境の変化等を慎重につかみながら、学習環境と

健康に十分配慮し、対応してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（木村松雄君） 川井健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川井 剛君） 森本議員からのご質問であります乳幼児医療の助成対象

年齢拡大についての質問にお答えいたします。 

 ご質問の乳児医療費等助成事業につきましては、乳幼児等に係る医療費の一部を保護者

に助成することにより、疾病の早期発見と治療を促進し、乳幼児の保健の向上と福祉の増

進を図るとともに、子育て家庭の経済的負担の軽減に努めております。現在、この事業に

つきましては、市の単独事業としまして、１レセプト６００円の自己負担金の助成や所得

制限を撤廃しています。平成２５年度の実績としましては１億２，４１０万円で、市の単

独事業分としまして２，０２０万円となっています。 

 今回の質問であります乳幼児医療費等助成事業の中学生までの拡大についてであります

が、以前市単独事業として実施していました小学校４年から６年までの医療費、受診状況
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を参考に試算してみますと、市としまして約３，０００万円程度の負担増となります。ま

た、昨年８月に子ども・子育て関連３法が成立し、幼児期の学校教育の保育や地域の子ど

も・子育て支援を総合的に推進するために、子ども・子育て支援制度が平成２７年４月に

本格的にスタートします。そのため、子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査を昨年

実施しました。子ども・子育て支援会議を合わせて子ども・子育て会議を設置し、今後の

子育て施策について現在協議を行っているところであります。 

 乳幼児医療については、ニーズ調査の自由回答や子ども・子育て会議の中でのご意見と

しまして、拡大してほしいという意見や、一方で阿波市は経済的支援が充実していると感

じるので、さらに必要はないのではといったご意見、また乳幼児医療より予防接種の負担

をしてほしいといった、さまざまなご意見をいただいております。保護者の方には、子育

てに関する多種多様なニーズがございます。このように、さまざまなニーズがある中で、

現在阿波市としましては医療費の助成以外にも子育て世帯への経済的援助としまして、保

育料について低く設定したり、ひとり親家庭の入学祝い金事業を実施しています。子育て

支援、就労支援事業としまして、ファミリー・サポート・センター、子育て支援センター

の開設や放課後児童クラブ、また保育環境の充実のための幼保連携施設整備事業を実施し

ています。以上のようなことから、乳児医療の対象年齢の拡大につきましては、恒久的な

施策となりますので、現在実施しておりますさまざまな子育て施策の中で総合的に判断し

ていきたいと考えておりますので、ご理解よろしくお願いいたします。 

○議長（木村松雄君） 森本節弘君。 

○８番（森本節弘君） 予想していたとおりの答弁でございまして、今まで何ら変わって

ないと思うんです。 

 なぜ、再度これ質問上げたかと言うと、やっぱり今回選挙に当たっても、住民の方との

いろいろな意見とか要望とか質問、私も中学校の１年生と小学校の５年生の子がおりまし

て、そういうとこで、ＰＴＡのほうでもいろいろ聞きます。今の質問が出たことを、こう

いうことを聞いてくれるか、こういうことどうなっていうことも含めて今回お尋ねしてま

す。 

 それと、これ今も子ども・子育て３法ね、これをもとにうちも子ども・子育て会議をつ

くって、２７年から実施すると。こういう部分を含めて、今の医療制度もまたこういう中

で、検討でなしに、今年この２６年ね、絶対にやらなきゃいけない、答え出さないけない

時期と思うんで、この今そういう答弁はいいんですけども、本当にできるかできないか、
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そういう事業をのせれるかっていうとこでも真剣に取りかかっていただきたいなと思って

るんです。 

 これ、教育委員会のほうにも同じことなんですけども、やっぱり今の答弁のように、土

曜授業なんかもやっぱりいろいろな諸問題抱えてるみたいです。学校の先生の考えの立場

と、それから保護者の立場、それから通われておる児童・生徒の立場からの問題で、土曜

授業の再開っていう部分にはやっぱりまだ全国的にも１割ぐらいみたいです。それも、毎

回やなしに、月に１回とか２回とかというふうで、様子見てるみたいなんですけども、こ

れもうちには阿波市第１次教育振興計画ちゅうんがありますよね。これも、２３年から３

０年の１０年間、推進計画出てます。これが、２７年の５カ年で、前期ですよね。２８年

からまた５年間で後期のほうの計画策定して、こういうふうなビジョンでっていうこと

で、教育委員会のほうも頑張って教育施策をやっていこうとしてるんで、そういう部分で

も、今年は大事な年度と思いますんで、十分検討して、今みたいな答弁の繰り返しってい

うんは、ちょっと考えていただきたいなと思っております。結果出してほしいと思いま

す。 

 １つ、土曜授業は、ほんならそういうことで検討してみてください、ほかのあれもある

んで。ただ１つ、この２点目の空調設備なんですけども、さっき吉田次長おっしゃられた

ように、文部省ね、統計ちょっととってるみたいですね、３年に１度ずつ大体とってるみ

たいなんですけど。空調に関して言ったら、やはり文部科学省がおおむね３年ごとに実施

している公立学校施設の空調、冷房施設の設置状況調査よね、さっきのおっしゃっとった

んが。小・中学校の普通教室と特別教室の教室数に対する設置割合は２９．９％、今年の

２６年４月１日現在ですけども、約３０％になっているみたいです、全国的に。前回が２

２年度調査で１０ポイントぐらい増加したみたいで、文部省も出てました。幼稚園に対し

ては４１．３％、１６．４ポイントの増加、高校に関しては４３．４％で、６．７％の増

加、特別支援学級に対しては６１．４％で、前回２２年より８．４ポイント増加でした。

これちょっと大きな都道府県別なんですけども、東京に関しては、普通教室はほとんど９

９．９らしいですね。これ１００％の設置が済んでいるみたいです。特別教室も６５．

４％設置されているようです。夏の気温が比較的高くなる近畿地方の場合っていうことで

載っとったんですけども、普通教室を見ると、大阪では約４８％、兵庫で３６．４％、京

都府が６８．１％、奈良は６．１％、和歌山で２０％っていう報告です。ちなみに四国な

んですけども、県で一番高い、香川県が８１％、全国でもトップ、最上位で推移している
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みたいです。ちなみに我が徳島県が２５．５％で、高知１３．８％、愛媛４．６％にとど

まっておると、そういうふうな報告、これ教育長もご存じと思うんですけども。要する

に、自治体で全然考え方が違うと。さっきも、次長おっしゃとったように、精神論がやっ

ぱり大きいような、今答えで返ってきたんですけども、幼稚園なんかも、やっぱり三つ子

の魂百までとかと言うんですけども、そういうふうな精神論とか体の環境って、保育園、

幼稚園から出始めて、その部分でうちもほとんど空調はそこで整えて、小さい乳幼児の子

なんか、床暖房まで入れた保育所で保育していただいとんですけども、小学校、中学校と

いう部分も、精神論でなしに、こういうふうな部分で今の熱中症とかいろいろな問題も含

めて、やはりちょっと設置が要るんでないか。これ予算もかかわってくるんですけども、

私はそう思います。 

 期間なんですけどね、期間なんかでも、やっぱり一年中なしに、冷房なんか特に、６月

に衣がえするんですね。７月に入っても、１０日か１５日ぐらいからですわ、暑いなって

言うんと。そしたら、８月の休みに入ったら、夏休みですんで、ほとんど使わないかな

と。９月になると、ほんの１カ月、よう使っても２カ月ぐらいで冷房のほうは使っていけ

るんじゃないかなと思ったりするんで、そういう部分を含めて考えていってもらいたいな

と。 

 それと、財政面なんですけども、ちょっと調べたところ、国のほうの補助のほうも、学

校施設の環境改善交付金っていうのがありますよね。これで３分の１ほどの補助も２億円

を上限に出るようなんで、そういう部分を含めて、やっぱり考える時期に来たと思うし、

今年度にはやっぱり答え出してほしいなと思います。 

 ３点目の１５歳の中学校までの乳幼児の医療費、これもちょっと課長、部長も調べてい

ただいとると思うんですけど、徳島県でも子ども・子育て先進地だと自負しとったんです

が、どうも小学校修了までの乳幼児医療というのが、経過的に子どもはぐくみ医療ってい

う制度に変わってますよね。そういうふうなとこで、県の補助もいただきながら、半分ぐ

らいの医療費の補助があるということで、どうも今現在小学校までは、調べたら、徳島市

と鳴門市と小松島市、それと私ども阿波市、それにあと那賀町と松茂町と北島町、この６

市町ぐらいになってます。あとの市町村、近隣の市町村、吉野川市、美馬市、三好市のほ

うも中学校までになってますんで、早かった先進の阿波市が、ちょっとおくれておるよう

に私やは実感しますし、やっぱり小さい子が、疾患抱えた子がおったりして、そういう子

が中学校になっても医療費が助成していただけたら助かるなという意見も聞きました。と
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いうとこも含めて、これちょっと福祉のほうはあれなんですけども、教育長、どうでしょ

うか、今のも含めて、今年度のほうの見通しとしては考えていっていただけるような、吉

田さんでもいいかな、次長、どうでしょう、再問として考えていける方針でっていうこと

は答え出ませんか。 

            （１８番 原田定信君 退出 午後３時１８分） 

            （１８番 原田定信君 入場 午後３時２３分） 

○議長（木村松雄君） 吉田教育次長。 

○教育次長（吉田一夫君） ただいまの再問でございますけれども、現在学校で教室の温

度をはかっております。それで、昨年もはかっておりますけれども、この中でやっぱり三

十数度、非常に高いときは３５度を超してる日も、中にはございます。文部科学省が推奨

しているのは、３０度を目安にという考え方で進めているようでございます。 

 議員からのお話もあったように、交付金事業３分の１の補助事業もございますが、市長

部局とも十分協議をさせていただきたいというふうに思います。 

○議長（木村松雄君） 川井健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川井 剛君） 先ほどの質問の再問ということで、一応乳幼児医療につ

きましても、先ほど言いましたように、該当するお子さんを持つ保護者の方の乳幼児医療

費拡大のニーズがあることも承知しております。また、先ほども言いましたように、阿波

市の子育ての施策をトータル的に判断し、財政状況などを勘案しながら、時期について

も、先ほど言いましたように、２６年度の間にはどっちかと言ったらおかしいんですけ

ど、するのかしないのかということも含めて、弾力的に検討していきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（木村松雄君） 森本節弘君。 

○８番（森本節弘君） ２６年、必ずほんま答えを出すような方向、するかせんかみたい

なとこになるんですけども、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 １つだけちょっと気になることを。 

 これ子ども・子育てにもよるし、教育のにも関係あるのかなっていうとこで、ちょっと

私疑問に思ったことがありまして、ちょっと短く話するんですけど、私、子ども、中１が

おるんですけど、今回一条小学校と柿原小学校から吉野中学校に実は７６人入学する予定

だったんです。しかし、今現在吉野中学校には６４人、あとの１２人の２人は阿波市内の

中学校で、市外に通う中学生１０人、ちょっと気になりましてね、何でこんな多いんかな
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と。我が小学校から校区内の中学校に通っていただいてない子が、ちょっと今年多いな

と。これ何かなって、ちょっと調べてみてもらったんですけども、今現在さっきの吉野中

学だったですかね、中学生数教えていただいたん。吉野が２０１、土成が２３３、市場２

５０、阿波が２９９人で、９８３人っていうことで今通っていただいてます、中学校に

ね、阿波市の。この中に、吉野中学校の場合、ちょっと就業中学校で言うたらあれなんで

すけども、県立川島中学、それから鳴門教育大附属中学、城ノ内、それから徳島文理、生

光学園、これに２４年、２５年、２６年、要するに、今現在１年生から３年生までの吉野

中学校に行く予定の子が、この中学校に通うとんは１９人で、区域外、要するに、吉野中

学近辺、これあと土成とか市場もそうなんですけども、上板中学校、鴨島、山川、穴吹、

脇町、これ期間も限定になる子もおるんですけれども、そこに通っとるのが１から３年生

までで、吉野校区で８名、これ２７名もおるんです。その中で、土成中学、市場中学、阿

波中学も調べていただいたんですけども、さっき言った近くの上板中学、鴨島中学とかに

行かれとう人が大体２２人、それにあとさっき言うた川島とか生光とか文理のほうに行か

れたの５７人、ちょっと遠いとこなんです。これが全部合わせたら、中１から中３までの

子で８０人ぐらい、小学校から中学校に行くのに８０人の子が阿波市外の中学校へ通って

る状況なんです。これ全体の数からいうたら、大方１割に近い数がね、これ何でかなと思

って。そら学業とか、自分がしたいスポーツとか、いろいろないきさつ、あれがあると思

うんやけども、これちょっと一遍検証していただいて、やっぱり学校の魅力等々、また義

務教育の中学校、ただ小学校も中学校も義務教育を終わらすだけの中学校、小学校じゃな

しに、もう少しやっぱり魅力のあるというか、ちょっと阿波市、その各中学校、小学校の

らしさみたいなんを出して、やっぱり中学生も小学生もちょっと通っていただけるよう

な、市外に出るようなという、こういうふうにちょっと考えれんかなと、ちょっと思いま

した。それも含めて、さっきの環境とか、そういうふうな問題もちょっと解決していった

ほうがいいんじゃないかと。１つだけ、こういうとこでまた調べといていただきたいなと

思います。 

 ちょっと長くなりましたんで、ちょっとそこ気になりましたんで、第１問終わります。 

 第２問に入ります。 

 健康環境対策についてなんですけども、これまた森本変なことを言い出したわって皆さ

んに思われるかもわからんのんですけど、市職員の自転車通勤の推奨についてということ

で、来年度から新庁舎もできまして、そっちのほうへ移ってきます。私は、自転車でこの
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庁舎まで通ったことがありまして、吉野町の端から、阿波市のこの本庁まで、大体自転車

５０分ぐらいかかります。ゆっくり来ても約１時間かなと。今度、真ん中、市長がいつも

おっしゃるように、市場の真ん中にありますんで、大体端から来られる方でも、ゆっくり

来ても３０分から４０分で片道来られるんじゃないかなと。全部の方に通勤していただき

たいということではないんですけども、やはり阿波市、健康からいっても、糖尿病の発症

率の高い地区でもあるし、徳島県自体がまたワーストワンとかという汚名でいってます。

こういうことも含めて、市民の方にもいろいろアピールというか、模範示されるように、

できたら、阿波市の庁舎の近く、１０分か１５分ぐらいの近くの職員の方に自転車通勤な

いし徒歩で、徒歩いうんも何ですけども、歩いてというか、健康づくりも含めてちょっと

推奨していただきたいと思うんですけども、これ秘書人事課になっとるんですけども、担

当部長、健康のほうかな、本当はこれ市長のほうにお伺いしたいんですけど、どう思われ

ますか。 

○議長（木村松雄君） 藤井政策監。 

○政策監（藤井正助君） 森本議員の一般質問の２番目で健康環境対策について、市職員

の自転車通勤を奨励してはどうかという質問に対して答弁させていただきます。 

 徳島県では、議員おっしゃるとおり、糖尿病の生活習慣病となる確率が、全国で比較し

て高くなっております。その中でも、とりわけ阿波市はその確率が一番というふうなこと

は言われております。この問題をやはり解決するために、本市では、議員ご承知のとお

り、大規模農道沿いに桜とかアンズ、スモモを植樹しまして、観光面と市民の健康増進を

図るという一石二鳥を狙った事業を今展開しているところでございます。本市では、人間

ドックに１年間行っていない職員を対象に、年明けの１月から２月につきまして、職員の

健康診査を行っております。その結果を見ますと、やはり運動不足になっているような職

員も見受けられます。自転車通勤の奨励につきましての点は、職員の健康管理を考えます

と、ありがたいご提案だと思っております。 

 また、地球温暖化対策につきましては、今や地球規模での問題となっております。環境

に優しく、健康増進にも役立つ自転車通勤の奨励につきましては、職員の通勤距離とか勤

務条件等々、いろんなことも勘案してしなければいけないんですが、職員の健康推進を図

るため、一つの方法としてありがたい提案だと思ってますので、先ほど申しましたよう

に、通勤距離の問題、それから勤務条件等々を勘案しまして、強制はできませんけども、

奨励することで検討してみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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 以上でございます。 

○議長（木村松雄君） 森本節弘君。 

○８番（森本節弘君） ありがとうございます。 

 ちょっとね、この新市阿波市の総合計画の実施計画の中にも、これ自転車とは関係ない

んですけども、クリーンエネルギーの公用車導入事業っていうんがございまして、またこ

れ２７年度から４００万円ずつ出て、ＥＶ車とか低公害の公用車を買われるようになって

ますよね。公用車の件で、公用車を云々じゃないんですけども、自転車で来られても、昼

はやっぱり公用車で出ていって仕事をしていただいてると思うんです。結構公用車十分と

いうか、車両台数今現在市役所とか各支所で、水道課も寄せて、１４０台ぐらいあります

しね、それで昼の活動には全然支障を来さんかなと。朝晩自転車でできるだけ来ていただ

いて、健康のためにもなるし、環境にもよいと、仕事は公用車でやってもらうということ

で。 

 もう一つ、災害にも、私も、前も新潟のほうへ行かせてもらったりしたら、やっぱり災

害のときに活動できるんが自転車とバイクになるんです。四輪車がなかなか、道路が壊れ

たり、いろいろ災害のとき使いにくい。そういう部分でも自転車が庁舎にあること自体が

やっぱりええし、今度各支所を置くということで残すんで、そこにも近くの人、自転車で

来ていただいたったら、逆に、そういうほうが災害活動のときにもほんと役立つかなって

私思います。 

 それともう一つ、健康もそうだったんですけど、佐賀県内で公道で２人乗りのタンデム

自転車っていうんが走行できるような道路改正したみたいです。これは、タンデム車でや

ったら、何があれかと言ったら、一人で自転車に乗れん人、視覚障害の方とか、それから

高齢者の移動手段とかということで、後ろに乗っていただいて移動させたりとかという分

が結構できたり、そういう部分で何か活躍できるんかなって、そういうとこで自分のイメ

ージとしては、新しい庁舎の回り歩いてくれたり、自転車で通ってくれたりする人がふえ

たらいいけどなって、そういう光景見たいなっていうふうな気がしましたんで、推奨をよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 ３番に移ります。 

 協働のまちづくりの推進についてお伺いします。 

 阿波市まちづくり振興基金の活用方法、これは８年も前から私どもの勇退した先輩議員

からも質問出てまして、今回１０年の合併特例債の特例が終わって、２８年からは段階算
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定の減額ちゅうんが始まるわけなんですけども、その中で合併特例債を使用するに当たっ

て、基金の造成が２４億円積んでますよね。これその当時の答弁で、この基金を造成し

て、運用益を各種団体等に充当したらっていうことで、そういうふうな自治会とか各種団

体に充当したいというふうな答弁してます。これ今ちょっと聞きたいのは、今の運用益が

どのぐらいあって、これ今どういうふうに計画していっているのか、ちょっとお伺いしま

す。 

○議長（木村松雄君） 町田企画総務部長。 

○企画総務部長（町田寿人君） 森本議員の３番、協働のまちづくりの推進についてのう

ち、阿波市まちづくり振興基金の活用方法についてということにお答えさせていただきま

す。 

 阿波市まちづくり振興基金につきましては、平成１９年３月に基金条例を設置し、積み

立てにつきましては、平成１９年度に３億円、２０年度から２３年度の４年間でそれぞれ

５億円ずつということで、計２３億円積み立てております。財源につきましては、合併特

例債ということで、９５％が合併特例債で、５％が市の一般財源でございます。５億円を

積んだ年でありますと、４億７，５００万円が合併特例債ということで、市債でございま

して、これも後年度に７０％の交付税算入ございます。一般財源が２，５００万円要って

おります。ということで、基金の目的としましては、阿波市の地域振興及び市民の連帯の

強化による一体的なまちづくりの推進に資するソフト事業に充当するとされております。

しかし、他の市町村においても、この基金造成はしておりますが、現状は運用されていな

いっていうのが状況でございます。なぜかと申しますと、ソフト事業と言いながら、合併

前に合併町村が行っておりました事業と類似したものには充当しないようにというような

趣旨がございます。といいながら、平成２５年度末の、議員お尋ねの振興基金の基金残高

は２３億１，６８２万７，０００円でございまして、２３億円を積み立てておりますの

で、基金から生じた運用益が１，６８２万７，０００円となっております。今後につきま

しては、先ほど稲岡議員のほうからご指摘もあったように、基金の有効活用ということを

十分に踏まえまして、創意工夫いたしまして、この基金が阿波市のこれからの一体感の醸

成のために寄与するために早急に活用方法を検討して活用していきたいと考えております

ので、ご理解のほどをよろしくお願いします。 

 以上、答弁とします。 

○議長（木村松雄君） 森本節弘君。 
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○８番（森本節弘君） これ眠ってるだけでね、ちょっとやっぱり運用を考えてほしい、

条例までつくって、まちづくり振興基金の活用方法を。もう７年ぐらいになりますわ。こ

れ起債も返還してるっちゅうか、なってますよね。１，６００万円とか、なかなかお金で

すんで、ちょっと使えることをまた検討していただいて、これも今回の行財政の中でも後

期の部分に対しても重要な位置づけのこれ基金ですんで、十分考えて活用方法をつくって

いってほしいなと思います。ここの項は、これでお願い申し上げます。 

 ４点目に入ります。 

 生活環境の保全と消防防災体制の充実っていうことで、今回汚水処理構想の策定の検討

と、これ絡めて、総合排水対策事業の実施について現状を答弁いただきたいと思います。 

○議長（木村松雄君） 瀬尾市民部長。 

○市民部長（瀬尾勇雄君） 森本議員ご質問の４項目め、生活環境の保全、消防防災体制

の充実ついての１点目でございます。 

 汚水処理構想策定の検討についてでございますが、本年第１回定例会のご質問に対する

答弁内容と重複することがあろうかと思いますが、汚水処理構想とは、トイレの水洗化の

みならず、河川等の公共用水域の水質の保全を図り、市内全域の汚水処理施設の整備を効

率的かつ適正に進めていくものであります。本市の基本構想は、合併前の旧町の構想を引

き継いでおりまして、市内には集合処理では農業集落排水処理区域と公共下水区域、それ

以外は個別処理による合併浄化槽整備区域となっております。昨年度末に市場町の公共下

水事業が廃止になったことを踏まえ、今後の整備方針といたしましては、阿波市のように

集落が点在している農村型のまちにおきましては、公共下水道はなじまないため、今後の

人口動態、費用対効果並びに財政状況等を考えますと、合併浄化槽による整備で対応する

ことが地域の実情に適応していると考えています。阿波市総合計画後期基本計画の主要施

策の一つであります汚水処理計画の見直しに当たり、財政並びに合併浄化槽による整備計

画には、浄化槽排水の放流先の問題が伴います。現在、建設課で策定の排水対策基本計画

及び排水路調査などを参考に、関係各課のご意見をいただくため、今年度汚水処理検討委

員会、仮称でございますが、立ち上げ、審議を深めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（木村松雄君） 友行建設部長。 

○建設部長（友行義博君） 森本議員の一般質問４点目の総合排水対策事業の実施につい

て建設部よりお答えいたします。 
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 阿波市内の吉野川流域や中小河川流域では、過去に幾度も浸水被害が発生し、市民生活

に大きく影響し、多大な被害を及ぼしています。また、昨今では、台風の大型化や地球温

暖化等の影響などによりまして局地的豪雨が発生し、想定を超える降雨が頻発しており、

被害区域が拡大する傾向にあります。このため、被害が甚大な主要箇所について被害の軽

減につながる早急な排水対策が求められております。これに対応する既存施設の長寿命化

による継続使用や効率的な排水対策施設の整備が必要となってきたため、平成２５年度に

おきまして総合的な排水対策となる阿波市排水対策基本計画を策定いたしました。計画で

は、浸水被害を最小限度に抑え、対策効果を早期に実現するため、人的、物的被害が大き

く、多発しています県道や吉野川堤防沿い、河川未整備地区など、２２カ所を整備予定箇

所としております。また、整備計画の主因となる降雨確率年は、これまで３から５年であ

りましたが、ゲリラ豪雨等が頻発しておりますので、降雨確率年を１０年に１度発生し得

る強い雨を想定し、排水対策を計画しております。 

 本年度は、早期の整備効果が見込まれる阿波町西林地区の排水対策に着手したい考えで

ございます。西林地区におきましては、設置されております西林樋門が岩津橋の上流域に

位置しまして、本市の最も西の端で、水害対策上極めて重要な位置を占めております。特

に、当地区は、平成１６年度の台風２３号や平成２３年の台風１５号の豪雨による出水

は、床上浸水等の甚大な被害が発生しているところでございます。既に市内設置の国土交

通省排水ポンプ能力は、毎秒１０トン程度の排水力がありますが、整備には多額の予算を

伴います。本計画のポンプ規模につきましては、流入する河川の流域面積が比較的少ない

ため、小規模ポンプでの施設整備で軽減につながる効果が出せるため、市が取り組める事

業規模となっております。 

 なお、財源につきましては、国から都市再生整備計画の事業対策を受け、本年度に取り

組む予定としております。次年度からは、基本計画を効率的に推進していくため、浸水頻

度の高い箇所、緊急度の高い箇所を考慮いたしまして、対策事業の推進に取り組んでまい

りたいと考えております。あわせて、排水機場の新設や増設、河川改修などにつきまして

は、国土交通省や県に積極的に要望を行いまして、少しでも住民の皆様が安心して生活で

きる環境づくりを目指してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

            （２０番 稲岡正一君 退出 午後３時４５分） 

○議長（木村松雄君） 森本節弘君。 
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○８番（森本節弘君） 実施計画で、阿波市汚水処理構想の事業がやっぱり実施構想の中

では、検討、推進して、事業費ベースゼロだったんで、ちょっとどういうふうに進めてい

くかな、計画、今年また立てていかないかんだろうなと思います。なぜかつったら、今建

設部長、友行部長おっしゃったように、阿波市の排水対策計画が出てますんで、汚水計画

によって、阿波市の場合、合併浄化槽で対応するとなったら、やっぱり排水計画とのリン

クが要るであろうし、排水対策のほうには、今年２億円ほど今のポンプ場も込めて予算見

てるようです。２７年からは、５，０００万円程度かな出てるんですけども、やはり詳細

をこれから詰めていってもらって、やっていただきたいなと思います。 

 私どもの吉野町のほうにちょっと振り返って一つお聞きしたいんですけども、吉野町の

場合は、柿原地区のほうが熊谷川の部分で排水、最終熊谷になる。これ土成のほうも一層

水が来るんですけども。一条地区のほうに関しては、蛇池川のほうからの排水と、あとや

はりいつも申します古毛川、農業用水として使われた板名用水の古毛川に落ちていくよう

になります。こっからの排水ができん限り、吉野町の場合は本当につかってしまうんで

す。ひとつ１点聞きたいのは、これちょっと産業経済部長になるんですけど、古毛川の今

の維持管理というか、古毛川の今のこれからの考え方、前にも一度お伺いしとったんです

けど、農業用水ですんでちょっと問題あると思うんですけど、やはり自然にそこへ水落ち

ていきますんで、排水計画の中に取り入れるってなかなか難しいんですけども、最終はそ

こへ落ちていくんで、どうしても排水計画でも、さっきの汚水じゃないんですけど、リン

クささな計画が計画倒れになってくるんですけど、古毛川自体の今管理方法とか、そうい

うふうな部分で農振課のほうはどういうふうな考えお持ちでしょうか。 

○議長（木村松雄君） 天満産業経済部長。 

○産業経済部長（天満 仁君） 森本議員の一般質問の４点目の生活環境の保全、消防防

災体制の充実の中の２点目の総合排水対策事業の実施についてということの中で関連して

ご質問をいただきました。 

 古毛川、板名用水の関係ですけれども、今後の維持管理部分についてのご質問かという

ふうに思います。 

 議員も申されましたけれども、昨年９月議会であったかと思いますけれども、同様のご

質問をいただきまして、ご答弁をさせていただいたところでございます。現在、四国東部

農地防災事務所によりまして、平成３年から平成３０年までの予定で、国営総合農地防災

事業吉野川下流域地区の工事が実施されておるところでございます。この事業につきまし
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ては、阿波市吉野町から鳴門市までの３市５町にかけて用水改良をするという目的に行わ

れているものでございまして、主要幹線を国、末端の水路を県が実施しておるというふう

な事業でございます。平成２６年度現在、主要幹線水路の工事６３．３キロのうち約９

３％が完了しておると聞いております。本年度より、柿原取水口からの通水も開始された

ところでございます。 

 この新たな幹線の完成に伴いまして、地元にございます板名用水が管理しておりました

主要幹線、古毛川でございます、全長が５．８キロございまして、そのうち阿波市は２．

４キロが占めておる河川、川でございますけれども、そのほか高志川、これは上板町にご

ざいます、これらが農業に必要な、これまで用水路、排水路、用排水路としての機能をし

ておりました。これが、このうち用水機能に関する部分が利用する必要がなくなったとい

うふうなことがございまして、今後の管理が課題となっておるところでございます。これ

につきましては、これまでにも国、県、改良区、関係市町である阿波市と上板町の関係者

が集まりまして、板名用水地域の排水対策連絡協議会で検討がなされてきたところでござ

います。農業用の用排水路として本来の機能を十分に果たさなくなった、しかも老朽して

きた施設につきましても、本来でありますと、管理者である地元改良区が維持管理及び運

営に当たるべきところでございます。しかし、今後の利用形態、維持管理の面など、いろ

いろと難しいことも想定をされておるところでございます。その解決策の一つといたしま

して、案でございますが、将来的に県管理の一級河川とするような案も出ておるんでござ

いますけれども、これにも多くの問題を含んでおるということで、最終の決定には至って

おらないというのが今の現状でございます。今後も関係市町とも足並みをそろえながら、

またそれぞれの納得のいく解決策も見出すべく、関係機関が十分な調整、協議を行ってま

いりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

            （２０番 稲岡正一君 入場 午後３時５３分） 

○議長（木村松雄君） 森本節弘君。 

○８番（森本節弘君） 水対策、環境で今回４問目の質問だったんですけども、汚水計画

にしても排水計画、それと今の農業用水もそうなんですけど、結局水、雨降ったらやっぱ

り集まってくるとこ１カ所なんで、横の連携っていうか、各課で計画立てていただいとん

ですけども、やはり横と連絡とりながら進めていっていただきたいなと思います。特に、

私どもの低水地というか、滞水する地区ですんで、この古毛川ね、松村議員もよくご存じ

と思うんですけども、この古毛川、大変な川になってまして、川というか、農業用水なん
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ですけども、実際青線というか、そういう部分でほとんどがなってます。これ結局、うち

の管理っていうことで、公共外の公有財産なんですけども、管理もうちで結局していかな

いかんとこなんですが、しっかりちょっとこれ私の持ち区の、その土地の人間としたら、

農業用水としての見方より、最終的には排水。排水でなかなかものを言えんのですけど

も、河川としてか、どういうことになるか、整備または計画ができるような方向で進めて

いってもらいたいので、十分気をつけて計画していってほしいと思います。そういうふう

に要望しておきます。 

 それでは、まとめます。 

 今年、平成２６年度は、阿波市にとっても合併後１０年が過ぎ、合併算定替制度の特例

期間が終了し、平成２８年度から５年による一本算定に移行する段階的縮減期間に入って

まいります。本年度は、阿波市まちづくり計画を中心としてきた各課３０事業に近い数々

の策定計画が中・長期計画を経て、これから１０年後の住み続けたい、住んでよかったと

思われる阿波市まちづくりの後期実行計画を策定、実行していかなければなりません。非

常に大事な時期に差しかかる年度だと思われます。過去１０年実施してきた施策、政策の

成果を検証しつつ、一層慎重な財政運営と自主財源の確保を考慮し、他市町村にない、阿

波市独自の洗練された諸施策を遂行していただき、やり残してきたと思われる事業等々方

向づけし、実行していっていただけるよう要望して、今回の質問を終了いたします。あり

がとうございました。 

○議長（木村松雄君） これで８番森本節弘君の一般質問が終了いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第３３号 平成２６年度阿波市一般会計補正予算（第１号）について 

  日程第３ 議案第３４号 阿波市税条例の一部改正について 

  日程第４ 議案第３５号 阿波市営住宅（東条団地）１号棟新築工事請負契約の締結 

              について 

○議長（木村松雄君） 次に、日程第２、議案第３３号平成２６年度阿波市一般会計補正

予算（第１号）についてから日程第４、議案第３５号阿波市営住宅（東条団地）１号棟新

築工事請負契約の締結についてまでを一括して議題といたします。 

 これより議案に対する質疑を行いますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質

疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第３３号から議案第３５号までについては、会議規
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則第３７条第１項の規定により、お手元に配付いたしました議案付託表のとおり、それぞ

れの所管の常任委員会に付託いたします。 

 常任委員会委員長におかれましては、平成２６年第２回阿波市議会定例会日割り表に基

づいて各常任委員会を開会され、付託案件について審査されますようお願いいたします。 

 以上で本日の日程は終了しました。 

 お諮りいたします。 

 議事の都合により、明日１９日木曜日の本会議は休会といたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（木村松雄君） 異議なしと認めます。よって、１９日木曜日の本会議は休会とす

ることに決定いたしました。 

 次回の日程を報告します。 

 ２０日午前１０時から総務常任委員会、２３日午前１０時より文教厚生常任委員会、２

４日午前１０時より産業建設常任委員会、２５日午後１０時より新庁舎運営特別委員会、

午後１時より地域活性化インターチェンジ設置特別委員会です。 

 なお、次回本会議は、６月２７日午前１０時に再開いたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

            午後４時０１分 散会 
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